
この「冊子」は、ご契約に関する大切な事項を記載していますので、
ぜひご一読ください。

普通養老保険┃特別養老保険

養老保険

ご 契 約 の し お り・約 款



お 客さまとともに未 来を見 つめて
「 最も身 近 で、最も信 頼される保 険 会 社 」を目指します 。

当社（かんぽ生命）は、日本郵政グループの保険会社です。

当社の経営理念である「お客さまとともに未来を見つめて

『最も身近で、最も信頼される保険会社』を目指します。」のもと、

大正5年に創設された「簡易生命保険」の

「簡易な手続きで、国民の基礎的生活手段を保障する。」という

「社会的使命」（伝統）を受け継ぎつつ、

日本郵政グループの1つである、郵便局と連携をし、

常にお客さまの立場に立って、

分かりやすく利用しやすい商品・サービスの提供に努めてまいります。

引き続きご支援・ご愛顧のほど、よろしくお願いします。
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そ れ ぞ れ の 人 生 に 、 そ れ ぞ れ の か ん ぽ 。

ライフプランの描き方は、人それぞれ。そしてライフステージごとで「必要なこと」や「備えたいこと」は変化していくものです。

万が一のとき、病気やケガによる入院、将来の夢に向けての資金づくりや老後の暮らしへの備え…

かんぽ生命は、お客さまのリスクを支え、夢の実現を強力にバックアップします。

あ な た の 人 生 に 、 さ ま ざ ま な 安 心 と 、 夢 を 。

未来への資金準備と万が一の保障に

万が一のときの保障と満期のときの楽しみを兼ね備える養老保険。無事に満期を迎え

たときには満期保険金をお受け取りになれるので、将来に向けた計画的な資産づくり

の手段としても役立てられます。また、慢性疾患（糖尿病・高血圧・がんまたは肉しゅ）の

治療を受けていても、日常生活を支障なく過ごしている方を対象とした特定養老保険

もあります。

一生涯の大きな安心の確保に

ご家族の毎日の暮らしはもちろん、すくすくと成長する子供たちの未来、住宅ローンの

返済など、主たる生計維持者にかかる責任は大きくなります。未来に不安なく暮ら

すために、生涯にわたって、万が一の備えをお勧めします。

割安な保険料で一定期間の保障に

割安な保険料で大きな保障が得られる普通定期保険。万が一のときの保障を、小さい

負担で得たい方にお勧めです。

お子さまの教育資金の準備に

学資保険は大切なお子さまの、高校や大学などへの進学時に必要となる資金づくりや、

ご契約者（親など）に万が一のことがあったとき、以後の保険料が免除され、残された

家族の生活を支えます。

病気やケガでの入院への備えに

病気やケガは、いつ何時起こるかわからないもの。そんなときに医療に対する保障が

あれば、安心して治療に専念できます。

ゆとりある老後のために

老後の安定した生活資金の準備にお役立ていただける年金保険。公的年金支給までの

つなぎなど、第二の人生をサポートします。
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「ラジオ体操」で始まる、日本の朝 
かんぽ生命は暮らしの安心をお届けするとともに、みなさまの健康づくりを応援しています。 

あの「ラジオ体操」と、かんぽ生命って関係あるの？

1928年にかんぽ生命の源流にあたる当時の逓信省簡易保険局が、日本人

の体格向上や健康増進のために「国民保健体操」を制定し、11月1日午前7

時、NHKラジオで放送したのが「ラジオ体操」の始まりです。 

Q 

A 

「ラジオ体操」の「第一」「第二」って、何が違うの？

老若男女を問わず、誰でもできることにポイントをおいた体操が「第一」。「第ニ」は、「第一」より運動量を

増やし、体力・筋力の強化にポイントがおかれました。「第一」は1951年、「第二」は1952年に体操の内容

を再構成し、現在に至っています。また、1999年には、年齢、性別、障がいの有無を問わず、すべての

方々が楽しく安心してできる体操として、「みんなの体操」が加わりました。 

Q 

A 

巡回ラジオ体操・みんなの体操会って何？

1953年から始まった夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会。7月20

日から8月31日までの43日間、全国各地の小学校や公園など43会

場から、ラジオ体操の模様をラジオで生中継し、「全国のみなさん、

おはようございます」と呼びかけます。また夏の期間以外にも、特別

巡回として全国10会場程度で開催します 。 

Q 

A 

1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭って何？

“1000万人にもおよぶ人々と一斉にラジオ体操をしよう”と、1962

年から「1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭」を毎年1回開催し

ています。会場に全国から集合した多くの人々と、テレビやラジオを

通じて一斉に「ラジオ体操」をします。

ラジオ体操制定80周年記念を迎えた

2008年は、このほかにもラジオ体操

80周年の記念展示や写真コンクール

（全国ラジオ体操連盟主催。かんぽ生命、

NHK共催。）を実施しました。 

Q 

A 

だれが、考えたの？

「ラジオ体操」の導入を推進したのは、逓信省簡易保険局の課長だった猪熊

貞治さんと進藤誠一さん。日本で1916年から始まった簡易保険事業の発

展・研究のために、アメリカ視察に出向いた2人は、メトロポリタン生命保険会

社が1925年から採用した「ラジオ体操」を知り、日本での放送開始を提唱し

たのです。 

Q 

A 

昔も、みんなでそろって体操したの？

「ラジオ体操」が始まった1928年当時のラジオ普及率は、3％程度でした。

1930年、東京・神田万世橋署の面高巡査は「ラジオ体操の会（子

どもの早起き大会）」を開き、ラジオの前に集まった地元の人たち

と一緒に体操をしました。その後、このスタイルが全国へと広がり、

ラジオ体操の普及へとつながっていきます。今でも、子ども会やラ

ジオ体操愛好会など、地元に密着した「ラジオ体操」が各地で行わ

れています。 

Q 

A 

ラジオ体操参加票

ラジオ体操のチラシ

「ラヂオ体操の会」 
昭和5年から「ラヂオ体操の会」が東京
神田で始まり、全国規模に（昭和6年） 

「国民保健体操」（昭和4年） 

ラジオ体操80周年記念
第47回 1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭

ラジオ体操80周年記念写真コンクール 
グランプリ入賞作品「ラジオ体操　健康家族」 

（池田秀雄氏撮影）

平成21年
ラジオ体操 出席カード
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はじめに
「ご契約のしおり・約款」を受け取りになられたお客さまに

「ご契約のしおり」の手引き
本冊子「ご契約のしおり」では、お客さまの契約に関する重要なお知らせを掲載して
おります。下記の点を参考に、本冊子をお読みください。

知りたいことが
書かれている
ページを探すときは…

この冊子の内容は、次の2つの部分に分かれています。

ページ順に探す

目的で探す

分からないことばが
あったときは…

「目次」 8・9ページ 「用語解説」 235～237ページ

「こんなときには？」10・11ページ

契約内容（約款）のなかでも、ぜひ知っておいていただきたい
重要な事項をわかりやすく説明しています。
詳細は約款をご覧ください。

ご契約のしおり
（12～66ページ）

約款
（67～233ページ）

 

契約から保険期間の満了、保険金の支払いまでのとりきめを
記載したものです。

この冊子は、平成26年10月現在の取扱いを説明しております。不明な点がありまし
たら、その時点での最新の取扱いを案内しますので、「問い合わせ窓口」238ページ
にお問い合わせください。
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●上記の「保険金額の減額変更」や「保険料の払込みの中止（保険料払
済への契約変更）」については、現在の基本契約が契約日を含めて2
年以上継続している場合に利用できます。

●それぞれの方法の利用に際しては、当社の定めた条件の範囲内での
取扱いとなります。

ご注意

保険料の払込みを中止して契約を
有効に継続したいとき

74

保険料の都合がつかない場合でも、契約を有効に継続する方法があり
ます。

一時的に保険料の都合がつかないとき

保険料の負担を軽くしたいとき

●保険料の払込みの中止（保険料払済契約への変更） ④
保険料の払込みを中止し、それまでいただいた保険料に見合う額に保険金額
を減額する方法です。

❶保険金額の減額変更 ②
保険金額および特約保険金額を減らすことで、以後の保険料を少なくする方
法です。

❷特約の解約 ③
特約を解約することで、以後の保険料を少なくす
る方法です。この場合、解約された特約の保障はな
くなります。

●保険料振替貸付 ①
一定の範囲内の保険料に相当する金額の貸付けを受けていただき（利息をい
ただきます。）、これを保険料に充当する方法です。

「契約者貸付制度」
（○○ページ）

①しおり参照

「現在の契約の解
約・減額を前提とし
た、新たな契約の
申込みを検討され
ているお客さまへ」
（○○ページ）

②しおり参照

「契約の解約と返
戻金」（○○ペー
ジ）

③しおり参照

保険料

保険料

5 保険料の払込みが難しい場合

「ご契約のしおり」本文の見かた （注）この見本はイメージです。実際の
　　表記とは異なる場合があります。

大タイトル
「目次」のある項目がタ
イトルになっております。

ページ番号

見出しコピー
そのページの記載内容を
簡単にまとめたものです。

小タイトル
大タイトル以下の、さら
に項目分けしたタイトル
です。

ご注意
特に注意いただきたい事
項を説明しています。

・関連する情報が記載されているページを案内しています。

・関連するホームページを案内しています。

次のようなものがあります。

00P 参照

HP 参照

欄外のマークについて
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目次 
ご契約のしおり部分

・この冊子の手引き ………………………………………………………………………… 6ページ
・こんなときには？………………………………………………………………………… 10ページ
・用語解説 ………………………………………………………………………………… 235ページ
・問い合わせ窓口 ……………………………………………………………………… 238ページ

20ページ現在の契約の解約・減額を前提とした、
新たな契約の申込みを検討されているお客さまへ

7

契約に際して 当社と郵便局との関係 12ページ1

13ページ当社の商品を取り扱う生命保険募集人2

14ページ健康状態などの告知3

16ページ保険金の加入限度額4

17ページ契約の保障（責任）の開始5

18ページクーリング・オフ制度6

20ページ当社からの契約内容などの確認8

21ページ申込み手続きの際の注意点9

保険料の払込み 保険料の払込方法 48ページ1

特長としくみ 普通養老保険（新フリープラン） 22ページ1

23ページ特別養老保険（新フリープラン（２・５・10倍保障型））2

保険金などの請求 保険金の請求方法 ………………………………………  24ページ
指定代理請求制度 ………………………………………  26ページ

1

基本契約の保障内容
１.普通養老保険（新フリープラン） ……………………  28ページ
２.特別養老保険（新フリープラン（２・５・10倍保障型））……  29ページ

2

37ページ保険金などを支払いできない場合4

42ページ保険金を支払いできる事例と支払いできない事例5

特約の保障内容
１.特約の共通事項 ………………………………………  30ページ
２.無配当傷害入院特約の保障内容 ……………………  34ページ
３.無配当疾病傷害入院特約の保障内容 ………………  35ページ
4.災害特約の保障内容 …………………………………  36ページ

3
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保険料の払込み 49ページ保険料の前納払込み2

50ページ契約の復活4

49ページ保険料の払込猶予期間と契約の失効3

51ページ保険料の払込みが難しい場合5

生命保険と税金 生命保険料控除 58ページ1

59ページ保険金の税法上の取扱い2

契約後の取扱い 住所などの変更に伴う各種手続き　 52ページ1

52ページ当社ホームページで手続き可能な取扱い参考

53ページ契約者貸付制度2

54ページ契約者配当金3

55ページ契約の解約と返戻金4

個人情報および制度の案内

身体部位の名称 ………………………………………………………………………… 234ページ

個人情報の取扱い 60ページ1

生命保険契約者保護機構 64ページ3

他の生命保険会社などとの
保険契約などに関係する情報の共同利用
１.契約内容登録制度／契約内容照会制度 ……………  61ページ
２.支払査定時照会制度 …………………………………  62ページ

2

56ページ保障内容の見直しを検討されているお客さまへ5

57ページご契約者をはじめとした関係者の保護6

158ページ○無配当傷害入院特約条項

188ページ○無配当疾病傷害入院特約条項

123ページ○災害特約条項特約条項

222ページ○口座払込みに関する特則条項

224ページ○団体払込みに関する特則条項

230ページ○指定代理請求特則条項

特則条項

約款部分

普通保険約款 ○普通養老保険普通保険約款 68ページ
○特別養老保険普通保険約款 96ページ
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こんなときには？

こんなときに… こちらのページをご覧ください

申
込
み
に
際
し
て

この保険商品の特長は？ 22
ページ

特長としくみ

クーリング・オフ
（申込みの撤回）をしたい

18
ページ

クーリング・オフ制度

告知とは、なに？ 14
ページ

健康状態などの告知

保障は、いつから開始するの？ 17
ページ

契約の保障（責任）の開始

保険金の受け取りができる場合は？

28
ページ

基本契約の保障内容

保険金の受け取りが
できない場合は？

30
ページ

特約の保障内容

保険金の請求方法は？

37
ページ

24
ページ

保険金などを
支払いできない場合

保険金の請求方法

保
険
金
の
受
け
取
り

組
織

かんぽ生命保険と
郵便局との関係は？

12
ページ

当社と郵便局との関係

13
ページ

当社の商品を取り扱う
生命保険募集人
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こんなときに… こちらのページをご覧ください

税
金

生命保険料や保険金の税金は？ 58
ページ

生命保険と税金

そ
の
他

用語がわからない 235
ページ

用語解説

相談・照会・苦情は？ 238
ページ

問い合わせ窓口

契
約
後
の
取
扱
い

住所や名前が変わった

52
ページ

住所などの変更に
伴う各種手続き

51
ページ

保険料の払込みが難しい場合

保険契約の保障内容の
見直しをしたい

保険料の払込みが難しい

保険契約を解約したい 55
ページ

契約の解約と返戻金

お金が必要になった

保険証券や
保険料払込証明書の再発行は？

53
ページ

契約者貸付制度

保険契約（保障）を
復活する方法は？

50
ページ

56
ページ

契約の復活

保障内容の見直しを
検討されているお客さまへ
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1 当社と郵便局との関係

当社（株式会社かんぽ生命保険）は、日本郵政グループ会社の１つです。
郵便局に、当社の業務の一部を委託しています。

●当社は、保険契約の募集業務、保険料の収納業務、保険金の支払請求などの
業務の一部を日本郵政グループの「郵便局」に委託しています。

株式会社かんぽ生
命保険の会社情報
については、当社
ホームページ
（http://www.jp-
life.japanpost.jp/）
をご覧ください。

HP参照

郵便局の情報につ
いては、郵便局の
ホームページをご
覧ください。

HP参照

私たちは
かんぽ生命です。

契
約
に
際
し
て
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口
頭
で
は
告
知
を

お
受
け
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

●保険契約は、お客さまからの申込みに対して当社が承諾したときに成立します。

●契約が成立したときには、申込みの承諾の通知に代えて、ご契約者に「保険証
券」を郵送します。

●基本契約または特約の復活などをする場合にも、原則、当社の承諾が必要です。

2 当社の商品を取り扱う生命保険募集人

当社の承諾が必要な例
●基本契約または特約の復活
●特約の中途付加
●ご契約者の変更など

当社の商品を取り扱う生命保険募集人（郵便局や当社の支店の社員）は、
保険契約の締結の代理権や告知の受領権はありません。
生命保険募集人に対して、口頭で伝えても当社に告知したことにはなり
ません。

契
約
に
際
し
て
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正しく告知をしないと…。

「当社の商品を取り
扱う生命保険募集
人」

①しおり13P参照

普通養老約款「第
15～17条」、特別
養老約款「第14～
16条」、疾病傷害入
院特約「第20～22
条」

約款参照

「契約の保障（責任）
の開始」

②しおり17P参照

申込みのときには、「健康状態」などについて、正しく告知してください。

●生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。初
めから健康状態の良くない方などが契約すると、保険料負担の公平性が保た
れなくなります。このため、ご契約者や被保険者には公平性を保つためのルー
ルとして「告知義務」があります。

●契約にあたっては、過去の傷病歴（傷病名、治療期間
など）、現在の健康状態や身体の障がいの状態などに
関して、当社が「質問表（告知書）」で尋ねる事項に
ついて、事実をありのままに正しく記入（告知）して
いただく必要があります。

●当社に告知する内容は「質問表（告知書）」に記載しています。

●もし、これらについて、故意または重大な過失によって、その事実を告知しな
かったり、事実と違うことを告知した場合、責任開始の日　②（復活のときは復
活日。以下同じ。）を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」として
基本契約または特約を解除することがあります。

●責任開始の日を含めて2年を経過していても、保険金の支払事由や保険料の
払込免除事由が2年以内に発生していたときには、基本契約または特約を解除
することがあります。この場合、原則として保険金の支払いや保険料の払込免
除を行うことはできません。

●当社は、すでに保険金を支払ったときには、その返還を請求し、すでに保険料
の払込免除をしたときには、その払込免除を取り消し、保険料の払込みを請求
します。

●基本契約または特約を解除したときに、返戻金があれば、ご契約者に支払います。

告知1

告知義務違反による解除2

●当社の商品を取り扱う生命保険募集人（郵便局や当社の支店の社
員）　①には告知受領権がないため、口頭で伝えても当社に告知し
たことにはなりません。

3 健康状態などの告知

ご注意

契
約
に
際
し
て
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●「告知義務違反の内容が特に重大な場合」には、責任開始の日を含
めて2年を経過していても、詐欺による取消しを理由として、保険
金の支払いや保険料の払込免除ができないことがあります。

例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて
高い疾患の既往症（過去にかかったことのある病気）、現在症（治療
中の病気）などについて故意に告知しなかった場合」などが該当す
ることがあります。

●この場合、すでに払い込んだ保険料は返しません。

●傷病歴などを告知した場合には、基本契約または特約の申込みを引受けでき
ないときもありますが、告知内容によっては引受けできるときもあります。

●当社では、慢性疾患の治療を受けていても日常生活を支障なく過ごしている
方を対象とした「特定養老保険」を販売していますので、ご検討ください。

ご注意

当社が契約を解除できない例
①生命保険募集人が、告知することを妨げたとき

②生命保険募集人が、告知しないことや、事実でないことを告げるこ
とを勧めたとき

③当社が解除の原因を知ったときから１か月間契約の解除を行わな
いとき

ただし、上記①または②に該当する場合、仮にそうした生命保険募
集人の行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社
が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または、事
実でないことを告げたと認められるときは、当社は基本契約また
は特約を解除することがあります。

傷病歴などがある方でも
契約を引受けできる場合があります。

3

契
約
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て
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（1）基本契約の加入限度額

（2）特約の加入限度額

●当社の保険契約は、法令により被保険者１人について加入できる保険金額の限
度（加入限度額）が定められています。

●被保険者が「簡易生命保険契約」　①に加入しているときには、当社の生命保
険に加入できる保険金額は、下記の加入限度額から、簡易生命保険契約の保険
金額を差し引いた額となります。

●加入限度額を超えた申込みがあったときは、その申込みは引受けできません。

●基本契約または特約の成立後に、加入限度額の超過が判明したときには、超過
した基本契約または特約を解除することがあります。

●災害特約、災害特約（学資保険（H24）用）および介護特約（※）・・・合わせて
1,000万円

●入院特約（傷害入院特約（※）、疾病入院特約（※）、疾病傷害入院特約（※）、
無配当傷害入院特約、無配当疾病傷害入院特約、無配当傷害入院特約（学資保
険（H24）用）、無配当疾病傷害入院特約（学資保険（H24）用））・・・災害特約、
災害特約（学資保険（H24）用）および介護特約（※）とは別に、合わせて
1,000万円

4 保険金の加入限度額

加入限度額の範囲内で申込みください。
普通養老約款「第
19条」、特別養老約
款「第18条」、災害
特約「第18条」、傷
害入院特約「第19
条」、疾病傷害入院
特約「第24条」

約款参照

独立行政法人郵便
貯金・簡易生命保険
管理機構　②が日
本郵政公社から承
継した簡易生命保
険の保険契約

①解説

日本郵政公社が解
散時点で保有して
いた郵便貯金契約
および簡易生命保
険契約を承継し、
管理することを業
務とする独立行政
法人（http://www.
yuchokampo.go.jp/）

②解説

●上記の被保険者の年齢は「満年齢」で計算します。
●復活の際に適用する加入限度額は、復活申込時点の満年齢で計算し
ます。
●上記は、法令で定める加入限度額のしくみを説明したものです。そ
のため、当社が定めるところにより、被保険者の年齢や保険種類に
よっては、加入できない場合や上記以外に加入できる保険金額に一
定の制限があります。
●（※）の保険商品（特約）は、現在、販売していません。

HP参照

平成26年7月現在
の法令に基づいて
記載しています。
今後、法令の改正
によって変更とな
る場合もあります。
最新の情報は、
当社ホームページ
（http://www.jp-
life.japanpost.jp/）
で確認してください。

●被保険者が満15歳以下のとき ・・・ 700万円

●被保険者が満16歳以上のとき ・・・ 1,000万円（被保険者が満55歳以上の場合
は、特別養老保険および普通定期保険の保険金額を合わせて800万円）

ただし、被保険者が満20歳以上55歳以下の場合は、一定の条件（契約日を含
めて４年以上経過した契約がある場合など）の下に、累計で1,300万円まで加
入できます。

契
約
に
際
し
て
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●当社が契約の申込みを承諾するかどうかは、健康状態などに関する告知内容
などを考慮して判断します。

●当社が契約の申込みを承諾したときには「承諾の通知」に代えて、ご契約者に
「保険証券」　②を郵送します。

（注）「クレジットカードやデビットカード」または「金融機関の払込票」で払い込
んだ場合、第1回保険料（第1回保険料相当額）の受領時は以下の時となり
ます。

●保障（責任）の開始時の例

申込み

保障（責任）開始

告知
第1回保険料相当額

の受領

申込み
第1回保険料相当額

の受領 告知

申込みの
承諾

申込みの
承諾

保障（責任）開始

「申込み手続きの
際の注意点」

②しおり21P参照

普通養老約款・特別
養老約款「第3章」、
特約「第4章」

約款参照

「健康状態などの
告知」

①しおり14P参照

【事例１】

【事例2】

5 契約の保障（責任）の開始

当社が契約の申込みを承諾したときには、「第１回保険料（第１回保険料
相当額）の払込み」および「告知」　①がともに完了したときから、当社
は保険金の支払いなどの契約上の保障（責任）を開始します。
申込みをしただけでは保障は開始されません。

金融機関の払込票の
場合

当社の指定口座に着
金した時

クレジットカードや
デビットカードの場合

当社端末機で手続き
をした時

契
約
に
際
し
て
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●申込者またはご契約者は、「保険契約の申込日」または「第1回保険料（第1回
保険料相当額）の領収証の受領日」(※1)のいずれか遅い日から、その日を含
めて8日以内であれば、書面による通知により、契約の申込みを撤回（契約成
立後は解除。以下、このページでは「撤回など」といいます。）できます。

●申込みの撤回などがあったときは、すでに払い込んだ保険料は申込者またはご
契約者に返します。

●なお、保険証券が到着したときは、郵便局または当社の支店にご連絡ください。

6 クーリング・オフ制度

申込日から8日以内であれば、契約の申込みの撤回（クーリング・オフ）
ができます。

（※1）第1回保険料（第1回保険料相当額）を「クレジットカードやデビットカー
ド」または「金融機関の払込票」で払い込んだ場合は、申込みの際に交付
する「当社所定の用紙（保険契約申込受付証）」の受領日となります。

●クーリング･オフの申し出ができる期間は、4/12までの8日間です。
●郵送による場合は、4/12までの消印のあるものが有効となります。

●クーリング･オフの例

●契約の復活の申込みのときには、クーリング・オフ制度は適用されま
せん。

ご注意

のいずれか遅い日
または

第1回保険料（第1回保険料相当額）の領収証の受領日（※1）

4/5 4/12

（8日間）

保険契約の申込日

契
約
に
際
し
て
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【通知方法】
●契約の申込みを撤回などする場合には、次の方法があります。
❶来店の方法
以下のものを持参の上、最寄りの郵便局または当社の支店に申し
出てください。
ア　申込者またはご契約者本人であることを証明できる書類
　  （健康保険証、運転免許証など（原本））
イ　印章（申込時に使用したもの）
ウ　申込内容を確認できるもの
（保険契約申込書（お客さま控え）、第１回保険料（第１回保険
料相当額）の領収証（※2）など）

（※2）第1回保険料（第1回保険料相当額）を「クレジットカードやデビッ
トカード」または「金融機関の払込票」で払い込んだ場合は、申込
みの際に交付する「当社所定の用紙
（保険契約申込受付証）」

❷郵送の方法
以下のはがきを、郵便局または当社の
支店に郵送してください。
郵送のときは「８日以内の消印のある
ものが有効」となります。

8日以内
なら…

切 手

郵便はがき

△
△
市
△
△
町
△―

△―

△

○
○
○
郵
便
局
　
あ
て

下記の保険契約の申込みを
クーリング・オフします。

申込年月日 平成○年○月○日
保険種類名 ○○○○保険
保険金額 ○,○○○,○○○円
保険料額 ○○,○○○円
被保険者氏名 ○○○○○
保険証券記号番号 ○○-○○-○○○○○○○

通知年月日 平成○年○月○日

住所 〒123－4567
 ○○市○○町○－○－○

氏名 ○○○○○ 印

【クーリング・オフはがき記入例】

申込みをした郵便局また
は申込みをした当社の支
店に郵送してください。

はがきを郵送す
る日付を記載し
てください。

すでに保険証券が届いて
いるときは、記載してくだ
さい。

申込書に押印したも
のと同じ印を押印し
てください。

契
約
に
際
し
て
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お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。

「健康状態などの告
知」

①しおり14P参照

●当社の担当者または当社が委託した者が、契約の申込み後または保険金など
の請求の際に、申込内容や請求内容について確認をする場合があります。

●確認の際には協力をお願いします。

現在の契約を解約・減額して、新たな契約の申込みをする場合、ご契約
者に不利益になることもあります。

●現在の契約について解約または保険金額を減額した場合に支払う
返戻金額は、多くの場合、払い込んだ保険料の合計額より少ない金
額となります。特に契約後、短期間で解約した場合は、返戻金がまっ
たくないか、あってもごくわずかです。

●保険料の基礎となる予定利率などは、現在の契約と新たな契約とで
は異なることがあります。例えば、新たな契約の予定利率が現在の
予定利率より低い場合、保険料が高くなることがあります。

●告知が必要な新たな契約の申込みをするときは、一般の契約と同様
に「告知義務」 ①があるため、健康状態などにより、新たな契約の
引受けができないことや、その告知をしなかったために、新たな契
約が解除または取消しとなることがあります。

8 当社からの契約内容などの確認

ご注意

7 現在の契約の解約・減額を前提とした、
新たな契約の申込みを検討されているお客さまへ

契
約
に
際
し
て
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●保険料を「現金」で払い込むときには、「当社所定の領収証」　③（当社の社名
が印刷されたもの）をお受取りください。

●第1回保険料（第１回保険料相当額）を「クレジットカードやデビットカード」また
は「金融機関の払込票」で払い込むときには、
申込みの際に「当社所定の用紙（保険契約
申込受付証）」を交付します。この場合、当社
からは別に保険料領収証は発行しません。

「健康状態などの
告知」

①しおり14P参照

「指定代理請求制
度」

②しおり26P参照

「保険料の払込方
法」

③しおり48P参照

「契約の保障（責
任）の開始」

④しおり17P参照●「保険証券」　④が届いたら、申込内容と違いがないか確認してください。

申込書、質問表（告知書）は本人が記入してください。1

保険料領収証をお受取りください。3

保険証券を確認してください。4

●申込書、質問表（告知書）　①は重要な書類です。ご契約者、被
保険者本人が記入してください。

ご注意

9 申込み手続きの際の注意点

●万が一のときや病気やケガのときに、保険金などの円滑な請求手続きを行うた
めにも、申込みの際には、保険金受取人および指定代理請求人を指定してくだ
さい。また、ご契約者から保険金受取人および指定代理請求人の方へ、事前に
契約内容について説明してください。

0120-552-950
こ こ に  き こ う

●次の場合は、かんぽコールセンター　       　　　　　　　　　　 
にご連絡ください。

①「告知」に関して、不明な点があるとき

②万が一、郵便局または当社の支店の社員が、お客さまから「保険
料」や「保険証券」などを「当社所定の用紙」ではなく、名刺やメモ
で預かったとき

③「保険証券」や「ご契約内容のお知らせ」が、申込内容と異なるとき
や不明な点があるとき

保険金受取人、指定代理請求人 　 ②を
指定してください。

2
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※倍額保障（保険金の倍額支払）
○契約日を含めて1年6か月（契約を復活したときは、その復活日を含めて6か月）を経過してから、被保険者
が、不慮の事故を直接の原因としてその事故の日から180日以内に死亡したとき、または当社所定の感染
症を直接の原因として死亡したときは、支払うべき死亡保険金のほかに、これと「同額の保険金」を死亡保
険金受取人に支払います。

基準保険金額 1,000万円に加入の場合

契約の目的

契約日

契約者配当金

1年 満期1年6か月

基本保障 1,000万円（基準保険金額）

倍額保障※

1,000万円

満期保険金
1,000万円
（基準保険金額と同額）

●しくみ図

「基本契約の保障
内容」

①しおり28P参照

「特約の共通事項」

②しおり30P参照

「契約者配当金」

③しおり54P参照

商品の特長

1 普通養老保険（新フリープラン）

●被保険者の生存中に保険期間が満了したとき
⇒「満期保険金」

●被保険者が保険期間中に死亡したとき
⇒「死亡保険金」
（満期保険金と死亡保険金の額は同額です。）

●「各種特約」　②を付加することで、より充実した保障
を準備できます。

●万が一の保障（死亡保障）と満期の楽しみ（必要なお
金の準備）を兼ね備えたシンプルな保険です。

保険料払込期間

①

契約者配当金 ③

特
長
と
し
く
み
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満期

※倍額保障（保険金の倍額支払）
○契約日を含めて1年6か月（契約を復活したときは、その復活日を含めて6か月）を経過してから、被保険者
が、不慮の事故を直接の原因としてその事故の日から180日以内に死亡したとき、または当社所定の感染
症を直接の原因として死亡したときは、支払うべき死亡保険金のほかに、「満期保険金額と同額の保険金」
を死亡保険金受取人に支払います。

基準保険金額 1,000万円に加入の場合

●被保険者の生存中に保険期間が満了したとき
⇒「満期保険金」

●被保険者が保険期間中に死亡したとき　　　　
⇒「満期保険金の2倍、5倍または
 10倍の額の死亡保険金」

●「各種特約」　②を付加することで、より充実した保障
を準備できます。

●万が一の保障（死亡保障）と満期の楽しみ（必要なお
金の準備）を兼ね備えた保険です。

●普通養老保険に加入した場合と比べて、万が一の保障
（死亡保障）をより少ない保険料で備えることができ
ます。

契約の目的

契約日

契約者配当金

1年 1年6か月

基本保障 1,000万円（基準保険金額）

倍額保障※ 満期保険金

死亡保険
金額

新フリープラン ２倍保障型 → 満期保険金の２倍

新フリープラン 5倍保障型 → 満期保険金の5倍

新フリープラン 10倍保障型 → 満期保険金の10倍

●しくみ図

「基本契約の保障
内容」

①しおり29P参照

「特約の共通事項」

②しおり30P参照

「契約者配当金」

③しおり54P参照

2 特別養老保険（新フリープラン（2・5・10倍保障型））

保険料払込期間

２倍保障型
500万円（ ）基準保険

金額の50％

5倍保障型
200万円（ ）基準保険

金額の20％

10倍保障型
100万円（ ）基準保険

金額の10％

商品の特長
①

契約者配当金 ③

２倍保障型
500万円（ ）基準保険

金額の50％

5倍保障型
200万円（ ）基準保険

金額の20％

10倍保障型
100万円
10倍保障型
100万円（ ）基準保険

金額の10％（ ）（ ）（ ）基準保険
金額の10％
基準保険
金額の10％
基準保険
金額の10％

特
長
と
し
く
み
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普通養老約款「第
44条」、特別養老約
款「第43条」、災害
特約「第42条」、傷
害入院特約「第39
条」、疾病傷害入院
特約「第44条」

②参照

被保険者のプライ
バシーに関するこ
とも伺いますので、
受取人または指定
代理請求人からご
連絡ください。

③参照

⑤約款参照

お客さま

入院した場合など　 ①1

○なお、保険金を支払うために確認が必
要な場合は４５日以内に、その確認に特
別な照会や調査が必要な場合は１８０日
以内に、保険金を支払います。

4 請求にあたり、必要な書類を
ご案内します。

郵便局／
かんぽ生命保険

主約款・特約条項の
「別表（必要書類）」
や「当社ホームペー
ジ」（http://www.jp-
life.japanpost.jp/）
もご参照ください。

④約款・HP参照

1 保険金の請求方法

「契約内容」　②を
「保険証券」および
「この冊子」で
確認してください。

2

最寄りの郵便局、
当社の支店、
かんぽコールセンター

にご連絡ください　 ③。

3

7
請求を受け付けた日の
翌日から同日を含めて、
５営業日以内 　⑤に
保険金を支払います。

支払明細書により、支払
内容を確認してください。8

請求に必要な書類　 ④を
すべて用意の上、提出して
ください。

5

請求できる
保険金

満期保険金満期のとき 満期保険金
受取人

被保険者

死亡保険金
死亡保険金
受取人

被保険者が
死亡したとき

被保険者が
入院したとき 入院保険金

保険金受取人

保険料の払込免除の請求も同じです。

6 提出書類の
内容を確認します。

①参照

保険金などの支払
事由が生じた場合
だけでなく、支払い
の可能性があると
思われる場合や、不
明な点が生じた場
合などについても
ご連絡ください。 

「契約内容」は、ご
契約者に毎年10月
に送付する「ご契約
内容のお知らせ」
でも確認できます。

気軽に
ご相談ください。

0120-552-950
こ こ に き こ う

保
険
金
な
ど
の
請
求
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●契約内容の確認のお願い
○お客さまの契約内容によっては、複数の保険金の支払事由に該当することが
ありますので、「保険証券」を準備の上、確認してください。

□被保険者が複数の契約に加入していませんか？
□「死亡保険金」を請求する場合、今まで請求していない「入院保険
金」や「手術保険金」はありませんか？
（例えば、その方が亡くなる前に、入院したり、入院中に手術した場合）
□当社の定める「身体障がいの状態」に該当していませんか？
（例えば、「不慮の事故」により、片方の目が見えなくなったり、両耳
が聞こえなくなった場合）
□当社の定める「重度障がいの状態」に該当していませんか？
（例えば、「病気」や「ケガ」により、両目が見えなくなったり、寝たき
りになった場合）

普通養老約款「第
45条」、特別養老約
款「第44条」、災害
特約「第43条」、傷
害入院特約「第40
条」、疾病傷害入院
特約「第45条」

①約款参照●保険金などの請求権の期限　 ①
○保険金、保険料の払込免除、返戻金その他諸支払金を請
求する権利は、行使しないまま「５年間」を過ぎると、そ
の権利がなくなります。
早めの連絡および請求をお願いします。

●事実の確認のお願い
○お客さまが提出した書類を確認した結果、当社の担当者または当社が委託し
た者から病気やケガの内容など事実の確認を行う場合があります。
確認の際には、協力をお願いします。なお、事実の確認が必要な場合は、当
社から保険金を請求した方に通知します。

●提出書類の費用負担
○保険金などの請求の際には「戸籍抄(謄)本」、「住民票」などお客さまが提
出する書類があります。これらの書類の取得費用は、「原則、お客さまの負
担」になります。また、提出書類の内容を確認した結果、他の書類の提出を
お願いすることがあります。

●診断書取得費用相当額の当社負担
○保険金などの請求の際に、診断書を提出したにもかかわ
らず、保険金の支払対象などとならなかった場合は、診断
書取得費用相当額として、6,000円を支払います。

（注）当社所定の要件を満たしていることが必要です。

5年間

6,000円

保
険
金
な
ど
の
請
求
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指定代理請求制度

保険金受取人（＝被保険者）が保険金を請求できない「当社所定の事情」
がある場合、受取人に代わって、あらかじめ指定した代理人（指定代理請
求人）が保険金を請求できる制度です。

（1）指定代理請求制度について

●ご契約者は「被保険者の同意」を得て、あらかじめ次の範囲内で１人の方を、指
定代理請求人として指定または変更することができます。指定代理請求人は、
保険金などの請求時においても、この範囲内であることを要します。

●指定代理請求人を指定または変更するための保険料は不要です。

●指定代理請求人に保険契約の保障内容および代理請求ができることをお知ら
せください。

【当社所定の事情がある（指定代理請求ができる）例】
※当社が認めた場合に限ります。

●事故や病気で、こん睡状態にあり、保険金の請求を行うことが難しいとき
●がんなどの病名の告知を医師から受けておらず、家族のみが知って
いるとき

□被保険者の戸籍上の配偶者
□被保険者の直系血族
　（例えば、祖父母、父母、子、孫）
□被保険者の兄弟姉妹
□被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者
の3親等内の親族（例えば、配偶者の父母、おじ、おば、おい、めい）

【指定代理請求人の範囲の例】

直系血族

祖父母

父母

被保険者

子

孫

祖父母

父母

配偶者

配偶者

配偶者

おじ・おば

兄弟・姉妹

おい・めい

指定代理請求特則
条項

約款参照

おじ・おば

兄弟・姉妹

おい・めい

保
険
金
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●指定代理請求人に保険金などを支払ったときは、その後、同様の請求を
受けても、当社は重複して支払いません。

●指定代理請求人に保険金などを支払った後に、ご契約者または被保険
者から問い合わせがあったときは、当社はその状況について事実に基
づいて回答します。このとき、関係者の方々に万が一不都合が生じても、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●指定代理請求人本人が事故や病気などで保険金などの請求を行うこと
が難しいときでも、指定代理請求人の成年後見人などによる請求はで
きません。

ご注意

【指定代理請求人が請求できる保険金など】

基本契約・特約

無配当傷害入院特約
無配当疾病傷害入院特約

普通養老保険
特別養老保険

満期保険金（※１）
重度障がいによる保険金（※１）
重度障がいの通知（※２）
身体障がいによる保険料の払込免除（※２）
重度障がいによる保険料の払込免除（※２）

入院保険金、手術保険金、
長期入院一時保険金　
保険料の払込免除（※２）

傷害保険金　
保険料の払込免除（※２）

災害特約

※１　被保険者が受け取る場合（受取人が複数人である場合を除きます。）に限り
ます。

※２　ご契約者と被保険者が同一人の場合（ご契約者が複数人である場合を除き
ます。）に限ります。

保険金などの例

あ
ら
か
じ
め

指
定
し
て
お
い
て

よ
か
っ
た
。
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●被保険者が満６歳未満で死亡したときの死亡保険金の額は、死亡当
時（重度障がいによる保険金は、通知時）の年齢に応じて、次のとお
りです。

2 基本契約の保障内容

普通養老約款「別表
３」

①約款参照

普通養老約款「別表
２」

④約款参照

支払事由名称 支払額 保険金
 受取人　　

（1）保険金の支払いができる場合

「保険金などを支
払いできない場
合」をご参照くださ
い。

しおり37P参照

普通養老保険（新フリープラン）1

（2）保険料の払込免除ができる場合
●被保険者が保険期間中に「不慮の事故」でのケガにより１８０日以内に「身体障
がいの状態」　⑥になったとき

●被保険者が保険期間中に病気またはケガにより「重度障がいの状態」になった
とき

●被保険者の父、母、祖父、祖母、兄または姉がご契約者で、そのご契約者が被保
険者が満10歳になる前の保険期間中に、
❶「不慮の事故」または「当社所定の感染症」により「死亡」したとき
❷病気またはケガにより「重度障がいの状態」になったとき

満3歳未満のとき…基準保険金額の50％
満6歳未満のとき…基準保険金額の80％

普通養老約款「別表
１」

③約款参照

保険金受取人が保
険金の支払事由の
発生以前に死亡し
た場合は、新しい保
険金受取人を速や
かに指定してくださ
い。指定していない
場合は、約款に基づ
き保険金受取人が
変更となります。普
通養老約款「第27
条」をご覧ください。

⑤約款参照

普通養老約款「別表
４」

⑥約款参照

満期保険金

死亡保険金
基準
保険金額

死亡保険金
額と同額

死亡保険金
受取人

満期保険金
受取人

重度障がい
による
保険金

保険金の
倍額支払
（倍額保障）

被保険者の「生存」中に保
険期間が満了したとき

被保険者が保険期間中に
「死亡」したとき

被保険者が保険期間中に
「重度障がいの状態」　①
（例えば、両目が失明したな
ど）になり、ご契約者からその
旨の通知があったとき

被保険者が契約日を含めて
１年６か月（復活のときは復
活日を含めて6か月）を経過
した後に
❶「不慮の事故」　③（例え
ば、交通事故）により１８０
日以内に死亡したとき

❷「当社所定の感染症」　④
（例えば、コレラ）により死
亡したとき

「重度障がいによ
る保険金」は後日
請求を行うことと
し、保険料の払込
免除を受けて契約
を継続することも
できます。ただし、
このときは、保険期
間中に、あらため
て「重度障がいに
よる保険金」の請
求をしてください。
なお、「重度障がい
による保険金」の
支払いをしたとき
は、契約は消滅し
ますので、ご注意く
ださい。

②参照

⑤

②

保
険
金
な
ど
の
請
求

28



（1）保険金の支払いができる場合

特別養老保険（新フリープラン（２・５・10倍保障型））2
特別養老約款「別表
３」

①約款参照

特別養老約款「別表
２」

④約款参照

「保険金などを支
払いできない場
合」をご参照くださ
い。

しおり37P参照

特別養老約款「別表
１」

③約款参照

保険金受取人が保
険金の支払事由の
発生以前に死亡し
た場合は、新しい保
険金受取人を速や
かに指定してくださ
い。指定していない
場合は、約款に基づ
き保険金受取人が
変更となります。特
別養老約款「第26
条」をご覧ください。

⑤約款参照

特別養老約款「別表
４」

⑥約款参照

（2）保険料の払込免除ができる場合
●被保険者が保険期間中に「不慮の事故」でのケガにより１８０日以内に「身体障
がいの状態」　 ⑥になったとき

●被保険者が保険期間中に病気またはケガにより「重度障がいの状態」になった
とき

支払事由名称 支払額 保険金
 受取人　　

満期保険金

死亡保険金

基準
保険金額

○2倍保障型
基準保険金額
×50％
○5倍保障型
基準保険金額
×20％
○10倍保障型
基準保険金額
×10％

満期保険金
額と同額

死亡保険金
受取人

満期保険金
受取人

重度障がい
による
保険金

保険金の
倍額支払
（倍額保障）

被保険者の「生存」中に保
険期間が満了したとき

被保険者が保険期間中に
「死亡」したとき

被保険者が保険期間中に
「重度障がいの状態」　①
（例えば、両目が失明したな
ど）になり、ご契約者からその
旨の通知があったとき

被保険者が契約日を含めて
１年６か月（復活のときは復
活日を含めて６か月）を経過
した後に
❶「不慮の事故」　③（例え
ば、交通事故）により１８０
日以内に死亡したとき

❷「当社所定の感染症」　④
（例えば、コレラ）により死
亡したとき

「重度障がいによ
る保険金」は後日
請求を行うことと
し、保険料の払込
免除を受けて契約
を継続することも
できます。ただし、
このときは、保険期
間中に、あらため
て「重度障がいに
よる保険金」の請
求をしてください。
なお、「重度障がい
による保険金」の
支払いをしたとき
は、契約は消滅し
ますので、ご注意く
ださい。

②参照

⑤

②

保
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3 特約の保障内容

詳しくは

「保険金などを支払
いできない場合」を
ご参照ください。

しおり37P参照

特約「別表１」

①約款参照

特約「別表２」

②約款参照

特約の共通事項1

●普通養老保険・特別養老保険に付加できる特約および特則の概要は、以下の
とおりです。

保障内容特約・
特則名

し
お
り

約
款

無配当傷害
入院特約

「不慮の事故」　 ①での
「ケガ」による入院や
手術に備えます。

34
ページ

35
ページ

－ － ○
ケガ

○
ケガ

○
ケガ

無配当
疾病傷害
入院特約

－ － ○
病気
ケガ

○
病気
ケガ

災害特約 ○
ケガ

○
ケガ

－ － － 36
ページ

158
ページ

188
ページ

123
ページ

指定代理
請求特則 － － － 26

ページ
230
ページ

「病気」や「不慮の事故」
での「ケガ」による
入院や手術に備えます。

「不慮の事故」での
「ケガ」による「死亡」や
「身体障がい」　②
に備えます。

受取人（被保険者）が保
険金などの請求ができ
ないときに備えます（あ
らかじめ指定代理請求
人を１名指定します。）。

－ －

○
病気
ケガ

特約保険料の払込免除ができる場合
●基本契約の保険料が払込免除となったとき

●基本契約の保険料が払込免除となり、特約保険料のみを払込み中の場合で、特
約の保険期間中に、被保険者が「不慮の事故」でのケガにより、１８０日以内に
「身体障がいの状態」になったとき

死
亡
保
険
金

傷
害
保
険
金

入
院
保
険
金

手
術
保
険
金

長
期
入
院
一
時
保
険
金
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●「入院」　①とは、医師（柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下
同じ。）による治療（柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。）が必要で
あり、かつ、自宅などでの治療が困難なため、「病院または診療所」　②に入り、
常に医師の管理下で治療に専念することをいいます。

（1）「入院」および「手術」とは

入院特約「第２条」
（備考）

①約款参照

入院特約「第２条」
（備考）

②約款参照

入院特約「第２条」
（備考）および「別
表４」

③約款参照

「入院」に該当しない場合
●病院・診療所が発行する領収証（診療報酬明細書）に「入院（基本）
料」の計上がないとき
（例えば、外来手術での、大腸ポリープの切除や白内障のレーザー
手術）

●入院先が病院または診療所でないとき
（例えば、介護老人保健施設、助産院、鍼灸（しんきゅう）院、カイロプ
ラクティック）

●病気やケガの治療を目的としないとき
（例えば、美容のための入院、治療を主たる目的としない診断のた
めの検査入院、介護のための入院、正常分娩による入院）

●「手術」　③とは、治療を直接の目的として、器具を用いて、生きている体に切
断、悪い部分を摘出し取り除くなどの操作を加えること（放射線照射を含みま
す。）をいい、入院特約の別表４に定める「手術」をいいます。

「手術」に該当しない場合
●入院特約の別表4に定める「手術」に該当しないとき。
　例えば、
①被保険者以外の方に対する手術（新生児仮死蘇生術、胎児外回
転術など）
②治療を直接の目的としない手術（美容のための手術、臓器提供者
の手術、出産に伴う胎児の娩出術（帝王切開を除く。）など）

③生きている体に切断、悪い部分を摘出して取り除くことなどの操
作を加えないもの（骨折の徒手整復術、椎間板ヘルニア徒手整
復術など）
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傷害入院特約「第７
条」、疾病傷害入院
特約「第８条」

③約款参照

●同じ不慮の事故により、２回以上の入院をした場合は、継続した１回の入院とみ
なして入院期間の日数を計算します　 ①。

●同じ病気（直接の因果関係がある複数の病気があるものを含みます。）により、
２回以上の入院をした場合、前回の退院日の翌日から１８０日以内に開始した入
院は継続した１回の入院とみなして入院期間の日数を計算します　 ②。

（2）１つの原因により２回以上入院した場合の「入院保険金」の取扱い

疾病傷害入院特約
「第6条」

②約款参照

傷害入院特約「第５
条」、疾病傷害入院
特約「第６条」

①約款参照

直接の因果関係がある複数の病気
病名が違っていても、医学上、一連の病気とみなされることがあります。

＜一連のものとみなされることがある病気の例＞

左欄の病気と一連のものとみなされることが
ある病気病名

脳梗塞、脳血栓、脳出血、心筋梗塞、狭心症、
心不全

糖尿病性血管障がい、糖尿病性腎症、糖尿病
網膜症、糖尿病神経障がい、脳梗塞、脳血栓、
心筋梗塞、心不全、狭心症

高血圧症

糖尿病

脳梗塞、脳血栓、心筋梗塞、心不全、狭心症、
高血圧症動脈硬化症

肝硬変、食道静脈瘤（りゅう）、黄疸（おうだ
ん）、肝臓がん慢性肝炎

腎不全、ネフローゼ症候群、尿毒症、腎性高
血圧症慢性腎炎

心筋梗塞 心不全、狭心症、不整脈

脳血栓 脳梗塞、失語症

狭心症 心筋梗塞、心不全、不整脈

肝硬変 肝不全、食道静脈瘤（りゅう）、肝臓がん

（3）同一の日に２種類以上の手術を受けた場合の「手術保険金」の
取扱い

●同一の日に２種類以上の手術を受けたときは、これらの手術のうち支払倍率が
最も高いいずれか１種類のみ手術保険金を支払います　 ③。
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●当社の定める一定の種類の手術を受けたときは、1つの「不慮の事故」または1
つの「病気」による入院中につき「１回の支払いを限度」とします。

（4）一定の種類の手術を受けた場合の「手術保険金」の取扱い

傷害入院特約「別表
４」（備考９）

①約款参照

疾病傷害入院特約
「別表４」（備考９）

②約款参照

（5）「手術保険金」の支払事由の変更

傷害入院特約「第
42条」、疾病傷害入
院特約「第47条」

③約款参照

●当社は、手術保険金の支払事由に関係する法令などの改正または医療技術の
変化があり、手術保険金の支払事由に影響がある場合は、主務官庁の認可を得
て、この特約の特約保険料および特約基準保険金額を変更することなく、手術
保険金の支払事由を変更することがあります。この場合、当社はその約款の規
定を変更する２か月前までに、ご契約者に連絡します　 ③。

無配当疾病傷害入院特約の
場合

１つの「不慮の事故」または１つの「病気」に
よる入院にかかるもの　 ②。

無配当傷害入院特約の場合
１つの「不慮の事故」による入院にかかるも
の　①。

●当社の定める一定の種類の手術の例
①レーザー・冷凍凝固による眼球の手術
②悪性新生物温熱療法
③新生物根治放射線照射（一連の照射をもって５０グレイ以上の照射
を受けた場合に限る。）
④内視鏡、血管カテーテルまたはバスケットカテーテルによる脳・喉頭・
胸部臓器・腹部臓器・四肢の手術（検査・処置を除く。）
⑤衝撃波による体内結石破砕術
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支払限度 受取人

無配当傷害入院特
約条項

約款参照

傷害入院特約「第２
条」（備考）および
「特約の共通事項」
（30ページ）

②しおり・約款参照

傷害入院特約「別
表４」および「特約
の共通事項」（30
ページ）

③しおり・約款参照

傷害入院特約「別
表１」

①約款参照

「保険金などを支払
いできない場合」を
ご参照ください。

しおり37P参照

傷害入院特約「別
表４」

④約款参照

被保険者が死亡し
た場合の特約保険
金の請求の取扱い
は、傷害入院特約
「第４条」をご覧く
ださい。

⑤約款参照

支払事由 支払金額名称

入院保険金

特約の保険期間
中の「不慮の事
故」　①でのケ
ガにより３年以内
に１日以上の「入
院」　 ②をした
とき

被保険者

手術保険金

入院保険金の支
払われる入院の
原因と同一の原
因により、入院中
に「手術」　③を
したとき

長期入院
一時保険金

特約基準保険金額
× ３％

（例）特約基準保険
金額が
200万円の場合
200万円 × ３％
＝60,000円

入院保険金日額
× 入院日数

手術１回につき
入院保険金日額
× ５・１０・２０・４０倍
（手術の種類に
応じて定めている
倍率 　④）

１つの不慮の事故
による入院につき
１２０日分が限度です。

「入院保険金日額」とは、特約基準保険金額の1000分の1.5に相当する金額です。

（例：特約基準保険金額が200万円の場合)　200万円×1.5/1000＝3,000円

無配当傷害入院特約の保障内容2

⑤

特約基準保険
金額
（入院保険金、
手術保険金お
よび長期入院
一時保険金を
通算します。）

１つの「不慮の
事故」　①での
ケガによる入院
日数が継続して
１２０日となった
とき
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無配当疾病傷害入
院特約条項

約款参照

疾病傷害入院特約
「第２条」（備考）お
よび「特約の共通
事項」（30ページ）

①しおり・約款参照

疾病傷害入院特約
「別表１」

②約款参照

疾病傷害入院特約
「別表４」

④約款参照

疾病傷害入院特約
「別表４」および
「特約の共通事項」
（30ページ）

③しおり・約款参照

被保険者が死亡し
た場合の特約保険
金の請求の取扱い
は、疾病傷害入院
特約「第５条」をご
覧ください。

⑤約款参照

「保険金などを支
払いできない場
合」をご参照くださ
い。

しおり37P参照

支払限度支払事由 支払金額名称

入院保険金

①特約の保険期
間中の病気で
１日以上の「入
院」　①をし
たとき
②特約の保険期
間中の「不慮
の事故」　②
でのケガによ
り３年以内に１
日以上の「入
院」をしたとき

被保険者

手術保険金

入院保険金の支
払われる入院の
原因と同一の原
因により、入院中
に「手術」　③を
したとき

長期入院
一時保険金

特約基準保険金額
× ３％

（例）特約基準保険
金額が
200万円の場合
200万円 × ３％
＝60,000円

入院保険金日額
× 入院日数

手術１回につき
入院保険金日額
× ５・１０・２０・４０倍
（手術の種類に
応じて定めている
倍率　 ④）

1つの病気または
１つの不慮の事故
による入院につき、
それぞれ１２０日分
が限度です。

「入院保険金日額」とは、特約基準保険金額の1000分の1.5に相当する金額です。

（例：特約基準保険金額が200万円の場合)　200万円×1.5/1000＝3,000円

無配当疾病傷害入院特約の保障内容3

受取人
⑤

特約基準保険
金額
（入院保険金、
手術保険金お
よび長期入院
一時保険金を
通算します。）

１つの病気また
は１つの「不慮の
事故」　②での
ケガによる入院
日数が継続して
１２０日となった
とき
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支払限度 受取人支払事由 支払金額名称

死亡保険金
特約死亡
保険金
受取人

特約の保険期間
中の「不慮の事
故」　①でのケ
ガにより180日
以内に「死亡」し
たとき

傷害保険金

特約の保険期間
中の「不慮の事
故」でのケガによ
り180日以内に
「身体障がいの
状態」　②になっ
たとき

特約基準保険金額
の全額

身体障がいの状態
に応じて
特約基準保険金額
の10％～100％

●被保険者が「不慮の事故」の日を含めて４日以内に死亡したときは、傷
害保険金は支払わず、死亡保険金を支払います。

ご注意

（1）複数の身体障がいの状態になった場合の「傷害保険金額」
❶１つの「不慮の事故」でのケガによって、身体の同一部位　 ④（例えば、肩関節以
下）に、２つ以上の身体障がいが生じたときは、該当する支払割合のうち、最も高い
支払割合で計算した傷害保険金額となります。
❷「不慮の事故」でのケガによって、すでに身体障がいがあった部位と同一部位に、さら
に身体障がいが加わったときは、その結果、生じた身体障がいの状態に応じた傷害保
険金額から、すでになっていた身体障がいの状態に応じた傷害保険金額を差し引いた
金額となります。

（2）被保険者が満６歳未満の場合の保険金額
●被保険者が満６歳未満で、「不慮の事故」によってケガをしたときは、事故当時
の年齢に応じて、死亡保険金または傷害保険金の額は、次のとおりとなります。

満３歳未満のとき…死亡保険金額または傷害保険金額の50％
満６歳未満のとき…死亡保険金額または傷害保険金額の80％

災害特約条項

約款参照

災害特約「別表１」

①約款参照

災害特約「別表２」

②約款参照

災害特約「別表４」
の（４）

④約款参照

被保険者が死亡し
た場合の傷害保険
金の請求の取扱い
は、災害特約「第４
条」をご覧ください。

③約款参照

「保険金などを支
払いできない場
合」をご参照くださ
い。

しおり37P参照

災害特約の保障内容4

被保険者
③

特約基準保険
金額
（死亡保険金
および傷害保
険金を通算し
ます。）
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4 保険金などを支払いできない場合

「契約の保障（責
任）の開始」

①しおり17P参照

「健康状態などの
告知」

③しおり14P参照

普通養老約款「第
２・５・６条」、特別養
老約款「第２・５条」
災害特約「第７条」、
傷害入院特約「第９
条」、疾病傷害入院
特約「第３・１１・４0
条」

②約款参照

普通養老約款・特別
養老約款「別表３」

⑤約款参照

普通養老約款・特別
養老約款「別表４」、
特約「別表２」

⑥約款参照

「特約の保障内容」
（30ページ）、入院
特約「第2条」（備
考）および「別表4」

④しおり・約款参照

次の場合には、保険金の支払いや保険料の払込免除はできません。

●「保険金の支払い」や「保険料の払込免除」は、主約款・特約条項に定める支払
事由または払込免除事由に該当する場合に受けることができます。

●主約款・特約条項に定める保険金の支払事由または保険料の払込免除事由に該
当しない場合は、保険金の支払いや保険料の払込免除はできません。

「保険金の支払事由」または
「保険料の払込免除事由」に該当しない場合

1

（1）「保障（責任）の開始時」　①前の「病気」や「ケガ」を原因と
するとき
●「重度障がいによる保険金の支払い」、「特約保険金の支払い」や「保険
料の払込免除」は、その原因となる「病気」または「ケガ」が基本契約ま
たは特約の保障（責任）の開始時以後に生じたことが、その要件となって
います。

●したがって、保障（責任）の開始時前にすでに生じていた「病気」や「ケ
ガ」を原因とする場合には、「重度障がいによる保険金の支払い」、「特約
保険金の支払い」や「保険料の払込免除」はできません。

●ただし、保障（責任）の開始時前にかかっていた「病気」であっても、以下の場合に
は、保障（責任）の開始時以後にかかった「病気」とみなします　 ②。
①保障（責任）の開始の日を含めて２年を経過した後に、その「病気」を原因とす
る入院・手術をしたとき（告知義務違反により当社が特約を解除することがで
きる場合を除きます。）

②契約の申込みの際に、その「病気」について告知　 ③があったとき（※）
③その「病気」に関して、保障（責任）の開始時前に、次のアおよびイを満たすと
き（ご契約者または被保険者がその「病気」による症状について、認識または
自覚していた場合を除きます。）
ア　医師の診察、検査、治療、投薬または指導を受けたことがないこと
イ　健康診断または人間ドックの結果で異常指摘を受けたことがないこと

（2）当社の定める「入院」　④に該当しないとき

（3）当社の定める「手術」　④に該当しないとき

（4）当社の定める「重度障がいの状態」　⑤に該当しないとき

（5）当社の定める「身体障がいの状態」　⑥に該当しないとき

（※）「質問表（告知書）」にご自身で記入した「病気」のみが該当します。
当社が引受けに当たって「病気」に関する事実を知っていたか否かに
かかわらず、質問表（告知書）に記入しなかった「病気」は対象とはな
りません。
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普通養老保険
特別養老保険

無配当傷害
入院特約
無配当疾病
傷害入院特約

ケガが原因

無配当疾病
傷害入院特約

病気が原因

災害特約

●保険金の支払事由や保険料の払込免除事由に該当する場合でも、当社の主約
款・特約条項に定める「免責事由」などに該当する場合は、保険金の支払いお
よび保険料の払込免除はできません。免責事由などは、次のとおりです。

免責事由など

保険種類・特約種類／保険金

被保険者の薬物依存

地震、噴火または津波（※２）

戦争その他の変乱（※２）

契約日を含めて１年６か月以内

復活日を含めて６か月以内

責任開始の日または復活の責任開始
の日を含めて３年以内の自殺（※１）

被保険者の犯罪行為

病気（当社所定の感染症を
除く)を直接の原因とする事故

被保険者の精神障がいの
状態を原因とする事故

被保険者が酒気帯び運転、または
これに相当する運転をしている
間に生じた事故

被保険者が運転資格を持たないで
運転をしている間に生じた事故

ご契約者、被保険者または特定された
死亡保険金受取人の故意または重大な過失

（1）保険金の支払いができない場合

❶「ご契約者または特定された死亡保険金受取人の故意」と読みます。
❷「ご契約者、被保険者または特定された死亡保険金受取人の故意」と読みます。
❸「ご契約者、被保険者または基本契約で特定された死亡保険金受取人の故意または重
大な過失」と読みます。

❹「ご契約者、被保険者の故意または重大な過失」と読みます。

※１ 自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、保険金を支払います。
※２ 危険の程度により保険金を全額または削減して支払うときがあります。

免責事由などに該当する場合2

○や丸数字がある箇所が該当します。

死
亡
保
険
金

重
度
障
が
い
に
よ
る
保
険
金

保
険
金
の
倍
額
支
払

死
亡
保
険
金

傷
害
保
険
金

入
院
保
険
金

手
術
保
険
金

長
期
入
院
一
時
保
険
金

入
院
保
険
金

手
術
保
険
金

長
期
入
院
一
時
保
険
金

❶ ❷ ❸

○

○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

被保険者の泥酔の状態を
原因とする事故 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

❹ ❹ ❹ ❹ ❹ ❹ ❹
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ご
了
承
く
だ
さ
い
。

普通養老保険
特別養老保険

災害特約
無配当傷害入院特約
無配当疾病傷害入院特約

普通養老保険

払込免除事由に
該当しても
保険料の払込免除を
しない場合

保険種類・特約種類
／払込免除

（2）保険料の払込免除ができない場合

※ 危険の程度により保険料の払込免除をする場合があります。

❶「ご契約者、被保険者または特定された保険金受取人の故意」と読みます。
❷「被保険者」は「ご契約者」と読みます。
❸「ご契約者、被保険者または基本契約で特定された死亡保険金受取人の故意または重
大な過失」と読みます。

○や丸数字がある箇所が該当します。

身
体
障
が
い
に
よ
る

保
険
料
の
払
込
免
除

重
度
障
が
い
に
よ
る

保
険
料
の
払
込
免
除

ご
契
約
者
の

死
亡
に
よ
る

保
険
料
の
払
込
免
除

ご
契
約
者
の

重
度
障
が
い
に
よ
る

保
険
料
の
払
込
免
除

基
本
保
険
料
の

払
込
免
除
に
伴
う

特
約
保
険
料
の
払
込
免
除

身
体
障
が
い
に
よ
る

特
約
保
険
料
の
払
込
免
除

病気(当社所定の感染症を
除く)を直接の原因とする事故

被保険者の犯罪行為

ご契約者、被保険者または特定された
保険金受取人の故意または重大な過失

基本保険料が払込免除となった直接の
原因が特約の責任開始時前に生じたとき

被保険者の精神障がいの
状態を原因とする事故

被保険者の泥酔の
状態を原因とする事故

被保険者が運転資格を持たないで
運転をしている間に生じた事故

被保険者が酒気帯び運転、または
これに相当する運転をしている
間に生じた事故

地震、噴火または津波（※）

戦争その他の変乱（※）

○

○

○

○

○

○

○

○

❶

○

○

❷

❷

❷

❷

❷

○

○

❶

○

○

○

❸

○

○

○

○

○

○

○

●特約の場合は、身体障がいの状態となる直接の原因が特約の失効後その復活
までに被保険者がかかった病気（基本保険料の払込免除に伴う特約保険料の
払込免除の場合に限ります。）または不慮の事故で受けた　　　　　　　　　
ケガの場合は、特約保険料を払込免除としません。
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告知義務違反　①による解除の場合3

●「重大事由」　②とは、次のものをいいます。

重大事由による解除の場合4

「健康状態などの
告知」

①しおり14P参照

普通養老約款「第
18条」、特別養老約
款「第17条」、災害
特約「第17条」、傷
害入院特約「第18
条」、疾病傷害入院
特約「第23条」

②約款参照

●上記の「重大事由」に該当し、当社が基本契約または特約を解除した場合は、
保険金の支払いや保険料の払込免除はできません。ただし、上記❹にのみ該当
した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の受取人だけが該当した場合
に限り、保険金のうち、その該当した保険金受取人に対して支払うこととなっ
ていた保険金を除いた額を、他の受取人に支払います。
●当社は、すでに保険金の支払いをしたときは、その返還を請求し、また、すでに
保険料の払込免除をしたときは、その保険料を請求することがあります。

【重大事由】
❶ご契約者、被保険者（被保険者の自殺、自殺未遂は含みません。）ま
たは保険金受取人が保険金を詐取する目的または他人に詐取させ
る目的で保険事故を起こしたとき（未遂を含みます。）
❷ご契約者、被保険者（被保険者の自殺、自殺未遂は含みません。）ま
たは保険金受取人が保険料を払込免除させる目的で保険事故を起
こしたとき（未遂を含みます。）
❸保険金（保険料の払込免除を含みます。）の請求について、保険金
受取人に詐欺行為があったとき（未遂を含みます。）
❹ご契約者、被保険者または保険金受取人が、反社会的勢力（※１）に
該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的
に非難されるべき関係（※２）を有していると認められるとき
（※１）暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過

しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業
その他の反社会的勢力をいいます。

（※２）反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供
与、反社会的勢力の不当な利用などをいいます。また、ご
契約者もしくは保険金受取人が法人の場合は、反社会的
勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与がある
こともいいます。

❺その他契約を継続することを期待しえない重大な事由があるとき
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保険料の払込みがなく、
基本契約または特約が「失効」した場合

6

加入限度額超過による解除の場合7

●「詐欺」　①または「不法取得の目的」　①により契約を成立させた場合は、そ
の契約は取消しまたは無効となることがありますので、保険金の支払いや保険
料の払込免除はできません。この場合、すでに払い込んだ保険料は返しません。

詐欺による取消し、
または不法取得の目的による無効の場合

5

●保険料の払込みがなかったため、基本契約または特約が効力を失った（失効　②
した。）ときは、その失効後は保障がないため、保険金の支払いや保険料の払
込免除はできません。

普通養老約款「第
20・21条」、特別養
老約款「第19･20
条」、災害特約「第
19･20条」、傷害入
院特約「第20･21
条」、疾病傷害入院
特約「第25･26条」

①約款参照

「保険料の払込猶
予期間と契約の失
効」

②しおり49P参照

「保険金の加入限
度額」

③しおり16P参照

●基本契約または特約の保険金額が「加入限度額を超える」ため、当社がその加入
限度額を超えた基本契約または特約を解除したときは、その解除後は保障がない
ため、保険金の支払いや保険料の払込免除はできません　 ③。

保
険
金
な
ど
の
請
求

41



●保険金を支払いできる場合、または支払いできない場合の代表的な事例です。
その他の事例についても当社ホームページ
　（http://www.jp-life.japanpost.jp/）に掲載しております。

●契約の保険種類・特約種類・加入時期によっては、取扱いが異なる場合があります。

説明
○契約の申込みに際して、健康状態について正確に告知する必要があります。

○当社の商品を取り扱う生命保険募集人に対して、口頭で伝えても当社に告知したこと
にはなりません。

○故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した
場合、保険金などの支払事由の発生が保障（責任）開始の日を含めて２年以内であれ
ば、告知義務違反として契約を解除することがあります。この場合、死亡保険金は支
払いできません。
　ただし、保険金などの支払事由が、告知義務違反による契約の解除の原因となった事
実によらない場合には保険金などを支払います。

○保障（責任）開始の日から2年を経過していても、保険金などの支払事由が2年以内に
発生していた場合には、契約を解除することがあります。

○上記の「支払いできません。」の場合は、契約加入前に発症していた「慢性Ｃ型肝炎」
と今回の請求原因となった「肝硬変」に因果関係があるため、死亡保険金の支払いは
できません。

告知義務違反があった場合（死亡保険金）事例
＜主約款（告知義務違反による契約の解除）＞1

5 保険金を支払いできる事例と
支払いできない事例

契約の申込み前の「慢性Ｃ型肝炎」での通院
治療について、質問表（告知書）に正しい告
知をせずに加入し、契約の１年後に「慢性Ｃ
型肝炎」とはまったく関係のない「胃がん」
で死亡した場合

契約の申込み前の「慢性Ｃ型肝炎」での通院
治療について、質問表（告知書）に正しい告
知をせずに加入し、契約の１年後に「慢性Ｃ
型肝炎」を原因とする「肝硬変」で死亡した
場合

支払いできます。 支払いできません。

お確かめください…
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説明
○保険金の倍額支払は、約款に定める支払事由に該当している場合に支払います。

○上記の「支払いできません。」の場合は、当社の「免責事由」　 ③である「保険契約者、
被保険者または特定された死亡保険金受取人の故意または重大な過失」または「被
保険者の泥酔の状態を原因とする事故」に該当するため、保険金の倍額支払はできま
せん。

重大な過失などがある場合（保険金の倍額支払）事例
＜主約款（保険金の倍額支払）＞3

【被保険者の不注意】
被保険者がうっかりわき見運転でガード
レールに衝突して死亡した場合

【被保険者が軽度の酒酔い状態での事故】
被保険者は酒に酔っていたが、横断歩道を
通常に歩行していて、走行中の車にはねら
れ死亡した場合

支払いできます。

病気を原因とする場合（保険金の倍額支払）事例
＜主約款（保険金の倍額支払）＞2

説明
○保険金の倍額支払は、被保険者が契約日からその日を含めて１年６か月を経過した後
に、不慮の事故　①を直接の原因としてその事故の日から１８０日以内に死亡したとき、
または感染症　②を直接の原因として死亡したときに、支払うべき死亡保険金のほ
かにこれと同額（※）の保険金を支払います。

ただし、以下の場合には、保険金の倍額支払はできません。

・約款に定める「免責事由」に該当する場合

・復活した保険契約において、その復活日からその日を含めて６か月を経過しない場
合

※特別養老保険の場合には満期保険金額と同額になります。

○上記の「支払いできません。」の場合は、当社の「免責事由」　③である「疾病を直接
の原因とする事故」に該当するため、保険金の倍額支払はできません。

健康体の幼児が、パンを喉につかえさせ、呼
吸困難により死亡した場合

「脳卒中」の後遺症のため、嚥下（えんげ）障
がいが生じている被保険者が、流動食を誤
嚥して、窒息死した場合

支払いできます。 支払いできません。

主約款「別表１」

①約款参照

主約款「別表２」

②約款参照

「免責事由などに
該当する場合」

③しおり38P参照

【被保険者の重大な過失】
被保険者が自動車運転中、危険な行為であ
ることを認識できる状況下であるにもかか
わらず、高速道路を逆走して対向車に衝突
し、死亡した場合

【被保険者の泥酔状態を原因とする事故】
被保険者が泥酔して道路で寝込んでいる
ところを、車にひかれて死亡した場合

支払いできません。
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「保険金などを支
払いできない場
合」

①しおり37P参照

事故によるケガで、両目の損傷により失明し
た（障がいの状態が固定し、かつ、回復の見
込みがない）場合

網膜剥離により、両目の矯正視力が０.０２以
下となったものの、回復の見込みがあるため、
現在治療中である場合

説明
○重度障がいによる保険金は、保障（責任）開始時以後にかかった病気または受けたケ
ガを原因として、被保険者の状態が約款に定める重度障がいの状態に該当し、その重
度障がいの状態が固定し、かつ、回復の見込みがなくなった場合に、ご契約者からそ
の通知を受けて支払います　 ①。

○約款に定める障がい状態は、身体障害者福祉法などに定める障がい状態とは異なり
ます。

支払いできます。 支払いできません。

重度障がいの回復の見込みがある場合
（重度障がいによる保険金）

事例

＜主約款（重度障がいによる保険金の支払）＞
4

保障（責任）開始時以後に発病した「椎間板
ヘルニア」により入院した場合

保障（責任）開始時前から治療を受けていた
「椎間板ヘルニア」が、保障（責任）開始時以
後に悪化して入院した場合

説明
○入院保険金は、保障（責任）開始時以後にかかった病気または不慮の事故によるケガ
を原因とする入院に対して支払います。

○保障（責任）開始時前に発生した不慮の事故によるケガを原因とする入院は、支払い
できません。

○保障（責任）開始時前にかかっていた病気を原因とする入院は、支払いできません。
ただし、当社所定の条件を満たす場合は、支払うことがあります　①。

支払いできます。 支払いできません。

保障（責任）開始時前に発病した場合（入院保険金）事例
＜入院特約　第２条（特約保険金の支払）＞5

発病 保障（責任）
開始時

発病保障（責任）
開始時

入院 入院
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入院を伴う所定の手術を受けた場合 ・入院を伴わない外来での手術を受けた場
合

・入院施設のない医療機関で手術を受けた
場合

・入院を伴うものの、所定の手術に該当しな
い場合（関節ドレナージなど）

説明
○手術保険金は、入院保険金の支払事由に該当する入院中に、所定の手術を受けたとき
に支払います。

○入院をせず手術のみを受けたとき、または入院中に手術を受けたものの、「入院保険
金」が支払われないときは、「手術保険金」の支払いもできません。

○入院保険金が支払われる入院期間の経過後もなお継続して入院している場合は、そ
の間に受けた所定の手術についても手術保険金を支払います。

○所定の手術に該当する手術であっても、1つの病気または1つの不慮の事故によるケ
ガを原因とする入院にかかるものについては、1回の支払いを限度とする場合があり
ます。＜事例8関連＞

支払いできます。 支払いできません。

入院を伴わない手術などの場合（手術保険金）事例
＜入院特約　別表４＞7

食道がんにより１３０日入院した後に退院し、
その２か月後に心筋梗塞により１３０日入院
した場合

肝硬変により１３０日入院した後に退院し、
その２か月後に肝臓がんにより１３０日入院し
た場合

説明
○入院保険金は、1つの病気または1つの不慮の事故によるケガを原因とする入院に対
して、１２０日分を限度として支払います。

○直接因果関係のある複数の病気により、２回以上の入院をした場合、前回の退院日の
翌日から１８０日以内に開始した入院は継続した１回の入院とみなして入院期間の日数
を計算します。

○病気による入院の場合、被保険者が退院後180日を経過してから再度同じ病気を原因
として入院したときは、新たな病気にかかったものとみなして、入院保険金を支払い
ます。

○ケガによる入院の場合、不慮の事故の日から3年以内に開始した入院について、120
日分を限度として、入院保険金を支払います。

支払いできます。

食道がんによる入院について１２０日分支払いま
す。心筋梗塞による入院についても120日分支
払います。

肝硬変による１回目の入院について１２０日分支
払います。肝臓がんによる２回目の入院につい
ては、１回目の入院と通算しますので、支払日数
の限度（１２０日）を超えることになり、支払いで
きません。

支払日数限度を超過した場合（入院保険金）事例
＜無配当傷害入院特約　第３条、第５条、第６条＞
＜無配当疾病傷害入院特約　第４条、第６条、第７条＞

6
支払いできません。
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【１回の支払いを限度としない手術】
事故による骨折で入院中に、
1回目：大腿骨骨折観血的接合術

（筋骨の手術）
2回目：肋骨骨折観血的接合術

（筋骨の手術）
を受けた場合、2回目以降も支払います。
（同日の手術は高い倍率の手術1回のみ支
払います。）

【１回の支払いを限度とする手術】
急性心筋梗塞の入院中に、
1回目：経皮的冠動脈形成術

（血管カテーテルによる手術）
2回目：経皮的冠動脈ステント留置術

（血管カテーテルによる手術）
を受けた場合、2回目以降は支払いできま
せん。

説明
以下の手術は、１つの病気または１つの不慮の事故によるケガを原因とする入院につき、
１回目のみ支払います。

▪レーザー･冷凍凝固による眼球の手術

▪悪性新生物温熱療法

▪新生物根治放射線照射（一連の照射をもって50グレイ以上の照射を受けた場合に　
限る。）

▪内視鏡、血管カテーテルまたはバスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸部臓器･腹部　
臓器・四肢の手術（検査･処置を除く。）

▪衝撃波による体内結石破砕術

支払いできます。 支払いできません。

説明

身体障がいの状態になった場合（傷害保険金）事例
＜災害特約　第２条（特約保険金の支払）＞9

1回の支払いを限度とする手術の場合（手術保険金）事例
＜入院特約　別表４＞8

交通事故による脊髄損傷により、両下肢が完
全に麻痺し、その後回復の見込みがない場合

交通事故の後遺症で両膝の関節が全く曲が
らなくなったが、医師に回復の見込みがある
と診断された場合

支払いできます。 支払いできません。

○傷害保険金は被保険者が特約の保障（責任）開始時以後に不慮の事故によりケガをし、
そのケガを直接の原因として、その事故の日から１８０日以内に災害特約条項に定める
身体障がいの状態に該当し、その身体障がいの状態が固定し、かつ回復の見込みがな
い場合に支払います。

○災害特約条項に定める身体障がいの状態は、身体障害者福祉法などに定める身体障
がいの状態とは異なります。
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●指定の金融機関（当社が提携している金融機
関に限ります。）の口座から一定の期日（振替
日）に自動的に保険料を払い込む方法

※保険料領収証は発行しません。
　（振替結果は通帳で確認してください。）

口座振替による
払込み
（口座払込み）

1

●勤務先などの所属する団体を通じて払い込
む方法

※その団体と当社との間に団体取扱いに関す
る協定が締結されている場合に限ります。
※保険料領収証は個々のご契約者には発行し
ません。

団体を通じての
払込み
（団体払込み）

2

●指定の郵便局または当社の支店に持参して
払い込む方法

窓口での
払込み
（窓口払込み）

3

1 保険料の払込方法

保険料の払込みには、次の方法があります。

●保険料の払込方法を変更したときは、保険料が変更となることがあり
ます。例えば、口座振替による払込みから窓口での払込みに変更したと
きは、保険料が高くなることがあります。

●一部の例外を除き、郵便局または当社の支店から伺う集金人に払い込
む方法（集金人を通じての払込み）はお取扱いしておりません。

●当社の定める条件を満たさなくなったときは、当社は保険料の払込方
法を変更することがあります。例えば、集金人を通じての払込みから窓
口での払込みに変更することがあります。

ご注意

口座払込みに関す
る特則条項、団体
払込みに関する特
則条項、普通養老
約款「第11・12条」、
特別養老約款「第
10・11条」

約款参照
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2 保険料の前納払込み

3 保険料の払込猶予期間と契約の失効

将来の保険料を当月分と合わせて３か月分以上まとめて払い込むと、保
険料の割引をします。割引額は、金利の変動などに応じて見直し、金利
情勢によっては割引をしない場合があります。

普通養老約款「第
13条」、特別養老
約款「第12条」、災
害特約「第15条」、
傷害入院特約「第
16条」、疾病傷害
入院特約「第1 8
条」

約款参照

具体的な「前納払
込保険料」は、当社
ホームページ
（http://www.jp-
life.japanpost.jp/）
をご覧ください。

HP参照

●保険料は毎月末までに払い込んでください。一時的に保険料の払込みに差し
支えがあるときは、次の例のような「払込猶予期間」
が設けられています。

●「払込猶予期間」内に保険料の払込みがないときは、
契約は効力を失い（「失効」といいます。）、保険金の
受け取りや保険料の払込免除ができなくなります。

●将来の保険料を当月分と合わせて１年１か月分以上まとめて払い込む場合（※）
は、「金融機関の払込票」により、保険料を払い込むことができます。

（※）保険料払込期間の残期間すべてをまとめて払い込む場合は、１年１か月分未
満であっても「金融機関の払込票」により保険料を払い込むことができます。

保険料の払込みが遅れると、契約は効力を失います。

●保険料の払込猶予期間の例（20日が契約日のとき）

4/1 4/30 5/1 6/1 7/1 7/19 7/20 7/31

1か月目

払込時期
（4/1～4/30）

契約の復活が可能な期間
（7/20～翌年7/19）

失効日7/20

払込猶予期間
（5/1～7/19）

2か月目 3か月目
失効

●当社の商品には、保険料の自動振替貸付制度（保険料の払込みができ
なくても、そのときの解約返戻金の範囲内で自動的に保険料が立て替
えられる制度）の取扱いはありません。

●貸付けを受けるときは、ご契約者による請求が必要です。

ご注意

普通養老約款「第
9・10条」、特別養
老約款「第8・9条」

約款参照

保
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基本契約・特約が効力を失った（失効した）ときでも、「失効後１年以内」
であれば復活（基本契約・特約を有効な状態に戻すこと）の申込みがで
きます。

（1）必要な手続き
●復活を申し込むときは、健康状態などについてあらためて「告知」が必
要です。
●払込みがなかった期間の保険料をまとめて払い込んでください。

（2）復活の保障（責任）開始の時期
●復活を当社が承諾したときには「払込みがなかった期間の保険料の払込
み」および「告知」がともに完了した時から、契約上の保障（責任） ①が
開始となります。

●返戻金を請求したときや復活により保険金額が加入限度額 ②を超
えるときは、契約の復活はできません。

●健康状態などによっては、復活できない場合もあります。

●契約の復活の申込みのときには、クーリング・オフ制度　 ③は適用され
ません。

ご注意

「契約の保障（責
任）の開始」

①しおり17P参照

「クーリング・オフ
制度」

③しおり18P参照

「保険金の加入限
度額」

②しおり16P参照

4 契約の復活

普通養老約款・特
別養老約款「第13
章」、特約「第15
章」

約款参照
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5 保険料の払込みが難しい場合

保険料の払込みを中止して契約を
継続したいとき

保険料の都合がつかない場合でも、契約を有効に継続する方法があり
ます。

一時的に保険料の都合がつかないとき

保険料の負担を軽くしたいとき

●保険料の払込みの中止（保険料払済契約への変更）　 ④
保険料の払込みを中止し、それまで払い込んだ保険料に見合う額に保険金額
を減額する方法です。

❶保険金額の減額変更　 ②
保険金額および特約保険金額を減らすことで、以後の保険料を少なくする方
法です。

❷特約の解約　 ③
特約を解約することで、以後の保険料を少なくす
る方法です。この場合、解約した特約の保障はなく
なります。

●保険料振替貸付　 ①
一定の範囲内の保険料に相当する金額の貸付けを受け、これを保険料に充当
する方法です。なお、貸付金には利息がつきます。

●下記の「保険料の払込みの中止（保険料払済契約への変更）」については、現
在の基本契約が契約日を含めて２年以上継続している場合に利用できます。

●それぞれの方法の利用に際しては、当社の定めた条件の範囲内での取扱いと
なります。 「契約者貸付制度」

（53ページ）、普通
養老約款「第3 9
条」、特別養老約款
「第38条」、災害特
約「第14条」、傷害
入院特約「第1 5
条」、疾病傷害入院
特約「第17条」

①しおり・約款参照

「現在の契約の解
約・減額を前提とし
た、新たな契約の
申込みを検討され
ているお客さまへ」
（20ページ）、普通
養老約款「第2 9
条」、特別養老約款
「第28条」、災害特
約「第27条」、傷害
入院特約「第2 6
条」、疾病傷害入院
特約「第31条」

②しおり・約款参照

「契約の解約と返
戻金」（55ページ）、
災害特約「第3 2
条」、傷害入院特約
「第30条」、疾病傷
害入院特約「第35
条」

③しおり・約款参照

普通養老約款「第
30条」、特別養老
約款「第29条」

④約款参照

保険料

保険料
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❶住所・電話番号（携帯電話
　番号）が変わったとき

（法人契約（ご契約者が法人）の場合）

当社ホームページ（http://www.jp-life.japanpost.jp/）では、次の手続きが可
能です。

❶転居などで住所・電話番号（携帯電話番号）が変わったとき → 「住所変更等届」
❷保険料払込証明書をなくしたとき → 「保険料払込証明書の再発行」

参考 当社ホームページで手続き可能な取扱い

住所などの変更に伴う各種手続き

次の場合には、郵便局、当社の支店、またはかんぽコールセンター
（0120-552-950）に速やかにご連絡ください。

普通養老約款・特
別養老約款「第8
章」、特約「第10
章」、指定代理請求
特則「第4条」
なお、法律上、有効
な遺言によっても
保険金受取人を変
更できます。

約款参照

1

❶社名が変わったとき ❷従業員などの
　被保険者が退職したとき

❷ご契約者を変更するとき

❻海外に長期間
　滞在するとき

❺保険料の払込方法、
　保険料振替口座を
　変更するとき

❼保険証券や保険料領収帳
　（窓口用：通帳式）の
　紛失や盗難にあったとき

❸保険金受取人や
　指定代理請求人を
　変更するとき

●上記のほか、契約の申込み以後に職業などが変わったときも同様に
ご連絡ください。
●郵便局にある「郵便物の配達」に関する「転居届」では、当社の保険契
約に関する住所を変更することはできません。

ご注意

❹改姓・改名をしたとき

❽死亡保険金、重度障がい
による保険金や満期保険
金の受取人が死亡したと
き
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2 契約者貸付制度

（1）貸付内容
●ご契約者は、一時的にお金がご入用なときには、解約返戻金額の一定の範
囲内で貸付けを受けることができます。
●貸付期間は「１年」です。
●貸付金に対する利息は、当社所定の利率 　で計算します。利率は、金融情
勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更となるときがあり
ます。
●なお、貸付けを受けることができる金額は、契約内容や経過年数などによ
り異なります。契約後、短期間の場合は、貸付けを受けることができない
場合もあります。

（2）貸付金の返済方法
●「全額返済」や「一部返済」のほか、前回の貸付金と同額の貸付けを受け
て、「貸付期間を更新」する方法もあります。

一時的にお金がご入用なときには、貸付けの制度を利用できます。
普通養老約款「第
39条」、特別養老
約款「第38条」、災
害特約「第14条」、
傷害入院特約「第
15条」、疾病傷害
入院特約「第1 7
条」

約款参照

利率は、当社ホーム
ページ
（http://www.jp-
life.japanpost.jp/）
をご覧ください。

HP参照

●初めて貸付けの制度を利用する場合、当社所定の貸付申込書が必要で
す。その際、申込書１枚につき、収入印紙（200円）が必要です。
●貸付期間は１年ですので、１年以内にご返済ください。
●貸付期間内（１年以内）に返済をされない場合
○貸付期間（１年）経過後の貸付利率は、貸付期間内における貸付利率
よりも高くなります。
○また、貸付期間（１年）経過後、さらに１年を経過した場合は、当社は
貸付金の返済に代えて保険金額を減額します。

●貸付金の返済に代えて保険金額を減額する場合、保険金の原資となる
積立金を貸付金およびその利息の返済に充当するため、減額される保
険金額（Ｂ）は、貸付金およびその利息の合計額（Ａ）より大きくなります。

ご注意

貸付利率 貸付利率 

１年 １年

貸付期間経過後
１年を経過した日

貸付期間の
満了の日

貸付けを
受けた日

積立金

Ａ＜Ｂ

減
額
前
の
保
険
金
額 

積立金から、
貸付金およびその利息
を差し引きます。 

貸付期間経過後
１年を経過した日

貸付期間の
満了の日

貸付けを
受けた日

貸付金および
その利息の合計額（Ａ）
貸付金および
その利息の合計額（Ａ）

減額される
保険金額
（Ｂ）

減額後の
保険金額

貸付期間（１年）経過後の貸付利率は、
貸付期間内における貸付利率よりも高く
なります。

貸付金の返済に代えて
保険金額を減額します。 
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●契約者配当金は、当社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、
契約の保険期間が満了したとき、被保険者が死亡したとき、契約を解除した
ときなどに保険金または返戻金と合わせて支払います。
●契約日から１年を経過した基本契約については、ご契約者から支払いの請求
があったときに支払います。

●契約者配当金額は、経済情勢などにより変動（増減）し、当社の収益
などの状況によっては割り当てられないときもあります。

●入院特約には、契約者配当金はありません。

契約者配当金は、当社の毎年の決算に基づき、対象となる契約ごとに割
り当てて支払います。

ご注意

契約者配当金

普通養老約款・特
別養老約款「第15
章」、特約「第16
章」

約款参照

3
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契約を途中で解約すると、多くの場合、返戻金は払い込んだ保険料の合
計額よりも少ない金額になります。

●ご契約者は、契約（特約を含みます。以下同じ。）をいつでも解約できます。

●契約を解約した場合、返戻金があるときはご契約者に支払いますが、返戻金は
多くの場合、払い込んだ保険料の合計額よりも少ない金額となります。

●特に契約後、短期間で解約した場合は、返戻金がまったくないか、あってもごく
わずかです。

●なお、保険証券に同封した「あいさつ状」に返戻金額を例示していますので、ご
参照ください。

●また、事前に返戻金額を確認する場合は、郵便局、当社の支店、またはかんぽ
コールセンター（0120-552-950）にお問い合わせください。

〈理由〉
●生命保険では、払い込んだ保険料を、預貯金のように、そのまま積み立てる
のではなく、その一部をご不幸にあわれた方々への保険金の支払いに、ま
た、他の一部を保険契約の成立や維持するための必要経費などにあててい
ます。

●払い込んだ保険料から、それらを除いた残額を返戻金としているため、ほと
んどの場合、払い込んだ保険料の合計額よりも少ない金額となります。

【お願い】
●契約いただいた生命保険は、お客さま本人やご家族
の生活保障、資金づくりなどに役立つ大切な財産で
す。ぜひとも末永くご継続ください。

●継続を迷われた場合は、郵便局、当社の支店、または
かんぽコールセンター（0120-552-950）に
お気軽にご相談ください。
❶保険料の払込みが難しいとき →51ページ
❷一時的にお金がご入用なとき →53ページ
❸保障内容の見直しをしたいとき →56ページ

●入院特約には、特定の場合を除き、被保険者が死亡したときの返戻
金はありません。

ご注意

4 契約の解約と返戻金

普通養老約款「第
33・35条」、特別養
老約款「第32・34
条」、災害特約「第
32・34条」、傷害入
院特約「第30・32
条」、疾病傷害入院
特約「第35・37条」

約款参照
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保険料等しくみ図 しくみと特長利用方法

特約の
中途付加

〈現在の契約〉 〈新しい特約〉

→

●上記の方法のほか、以下の方法があります。
保険金額の減額変更　①
　保険金額および特約保険金額を減らすことで、以後の保険料を少なくする方法
です。
保険料払済契約への変更　②
　保険料の払込みを中止し、それまで払い込んだ保険料に見合う額に保険金額
を減額する方法です。

保障内容の見直しを検討されているお客さまへ

契約後に保障内容の見直しをしたい場合には、次の方法があります。

●それぞれの方法の利用に際しては、所定の条件を満たすことが必要です。契
約の種類や内容によっては取扱いできない場合があります。

●なお、この保険商品（普通養老保険／特別養老保険）は、保険金額の増額はで
きません。

「保険料の払込み
が難しい場合」（51
ページ）や「現在の
契約の解約・減額を
前提とした、新たな
契約の申込みを検
討されているお客
さまへ」（20ペー
ジ）もご参照くださ
い。

しおり参照

5

現在の契約に、
新たに無配当傷
害入院特約など
を付加して保障
内容を充実させ
る方法です。

保険料は、現在
の契約の保険料
と新たに付加し
た特約の保険料
を合わせて払い
込む必要があり
ます。

保険期間の
短縮変更

〈変更前〉 〈変更後〉

→

変更後の基本契
約の保険期間を
変更前の基本契
約の保険期間よ
り短くすること
で、満期保険金
の受取時期を早
くする方法です。

保険金額または
保険料額を変更
します。

普通養老約款「第
29条」、特別養老約
款「第28条」

①約款参照

普通養老約款「第
30条」、特別養老約
款「第29条」

②約款参照

保障内容の見直し…
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被保険者が、当社に対して、直接契約の解除の請求を行うことはできま
せんが、被保険者からご契約者に対して、保険法　 ②に基づき、以下の
場合、契約の解除を求めることができます。

A

保険金などの受取権の譲渡禁止

この場合、被保険者からご契約者に対して申し出をし、当事者間で解決の上、ご契約者から契約の
解約の請求をしてください。

保険金などの受取権について、他人に譲渡したり、質権を設定すること
はできますか？

被保険者による契約の解除請求権

他人を被保険者とする契約（ご契約者≠被保険者）の場合、被保険者は
契約に一度同意をしてしまうと、その後、事情が変わっても、その同意
を撤回し、契約を解除することはできませんか？

6 ご契約者をはじめとした関係者の保護

普通養老約款「第
42条」、特別養老約
款「第41条」、災害
特約「第40条」、傷
害入院特約「第37
条」、疾病傷害入院
特約「第42条」

①約款参照

保険契約に関する
一般的なルールを
定めた法律で、保険
契約の締結から終
了までの間におけ
る保険契約におけ
る関係者の権利義
務などが規定され
ています（平成22
年4月1日から施行）。
この法律に「被保険
者による解除請求
権」の規定がありま
す。

②参照

ご契約者または保険金受取人は、保険金、返戻金または契約者配当金
を受け取る権利を、他人に譲り渡したり、質権を設定することはできま
せん。当社では、生活保障のための契約について契約関係者の権利の
保護を図るため、主約款・特約条項で「譲渡禁止」　①を規定しています。
契約の成立後に交付する「保険証券」に「譲渡禁止」の表示があります。

A

❶ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が契約の申込
みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変更したとき
例えば、・夫婦であったご契約者と被保険者が離婚したとき

・企業がご契約者の場合、被保険者である従業員が退社したとき
❷ご契約者または保険金受取人が当社に保険金の支払いを行わせることを目的として保険金
などの支払事由を発生させた、または発生させようとしたとき
❸保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った（行おうとした）とき
❹上記❷❸のほか、被保険者のご契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、契約の存
続を困難とする重大な事由があるとき

Q

Q

保険金受取人による契約の継続（介入権）

ご契約者の差押債権者、破産管財人などの債権者が契約を解約しよう
とするとき、生活保障の継続のために、保険金受取人が契約（保障）を
継続させる方法はありますか？ 

普通養老約款「第
34条」、特別養老約
款「第33条」、災害
特約「第33条」、傷
害入院特約「第31
条」、疾病傷害入院
特約「第36条」

③約款参照
ご契約者の差押債権者、破産管財人などの債権者（解除権者といいま
す。）が、解約返戻金を取得するために契約を解約しようとしたとき、保
険金受取人（ご契約者以外の方で、ご契約者または被保険者の親族か、
被保険者本人に限ります。）は、解約の通知が当社または郵便局に到着
した時から１か月以内に、ご契約者の同意を得た上で、解約返戻金相当
額を、その解除権者に対して支払い、かつ、当社または郵便局に通知す
ることで契約の継続ができます　 ③。

A

Q

契
約
後
の
取
扱
い

57



対象契約

生命保険料
控除の
手続き

対象保険料

●納税者本人が保険料を支払い、かつ、保険金受取人のすべて
が「本人」、「配偶者」または「その他の親族」である生命保険
契約（保険期間が5年未満で一定のものなどは除かれます。）。

●１年間（1月～12月）に払い込んだ保険料の合計額から、その
年に支払われた配当金を差し引いた金額（年間正味払込保険
料）となります。

❶当社から「保険料払込証明書」を毎年発行します。
❷生命保険料控除の特典を受けるには「申告」が必要です。
〈給与所得者の方〉
●年末調整の際、「保険料控除申告書」に「保険料払込証明
書」を添付して勤務先に提出してください。

●保険料が団体払込みのときで、１年間に払い込んだ保険料
の総額などを勤務先で確認できる場合は、「保険料払込証
明書」の発行はしません。

〈給与所得者以外の方（申告納税者）〉
●確定申告の際、「確定申告書」に「保険料払込証明書」を添
付して所轄の税務署に提出してください。

1 生命保険料控除

給与の年収額や給与以外の所得が一定の額を超える場合など
には、確定申告が必要です。

●基本契約は「一般生命保険料控除」の、無配当疾病傷害入
院特約は「介護医療保険料控除」の対象です。

●災害特約および無配当傷害入院特約は生命保険料控除の
対象外です。

1月～12月に払い込んだ保険料に応じた一定の額が、所得税と住民税
の課税対象となる所得から控除される制度です。これにより「所得税」
と「住民税」が軽減されます。
生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」
および「個人年金保険料控除」の３つの控除があります。

●次のとおり年間の所得金額から控除されます。

●「一般生命保険料」および「介護医療保険料」がある場合には、
それぞれ「別枠」で計算した金額の合計となります。

生命保険料
控除額 〈所得税〉

年間正味払込保険料 控除金額

20,000円以下のとき

20,000円を超え40,000円以下のとき

40,000円を超え80,000円以下のとき

80,000円を超えるとき

全　額

（年間正味払込保険料×1／2）＋10,000円

（年間正味払込保険料×1／4）＋20,000円

一律 40,000円

〈住民税〉
年間正味払込保険料 控除金額

12,000円以下のとき

12,000円を超え32,000円以下のとき

32,000円を超え56,000円以下のとき

56,000円を超えるとき

全　額

（年間正味払込保険料×1／2）＋6,000円

（年間正味払込保険料×1／4）＋14,000円

一律 28,000円
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保険金にかかる税金は、ご契約者・被保険者・受取人の関係によって異な
ります。以下は、ご契約者が保険料負担者の場合です。

契約形態
契約内容の例

ご契約者 被保険者 死亡保険金
受取人

税の種類

（1）保険金の課税の取扱い
死亡保険金

ご契約者と
被保険者が同一人のとき

夫
夫
夫
夫
夫
夫

妻
子
夫
夫
子
妻

夫
夫
妻
子
妻
子

相続税

所得税（一時所得）
住民税

贈与税

ご契約者と
受取人が同一人のとき
ご契約者、被保険者、受取
人がそれぞれ別人のとき

ご契約者と
受取人が同一人のとき

夫
夫
夫
夫
夫

夫
夫
妻
妻
子

夫
妻
夫
妻
妻

所得税（一時所得）
住民税

贈与税ご契約者と
受取人が別人のとき

満期保険金

2 保険金の税法上の取扱い

入院保険金、手術保険金、長期入院一時保険金、
重度障がいによる保険金、傷害保険金

保険金の非課税限度額 ＝ 500万円 × 法定相続人の数

（2）死亡保険金の非課税限度額（相続税法第12条）
●ご契約者と被保険者が同一人で、特定された死亡保険金受取人がそのご契
約者の法定相続人に該当するときには、死亡保険金（契約が２件以上のとき
は合計します。）に対して、相続税法上、一定の金額が「非課税」となります。

（3）入院保険金などの非課税扱い
●次の保険金の受取人が「被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、ま
たは生計を一にするその他の親族」に該当するときには、次の保険金は
「非課税」となります。

●平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、所得税の課税対象と
なる場合は、復興特別所得税についても課税対象となります。

●平成26年7月現在に適用される税制に基づき記載しています。今後、税
制が変わる場合もあります。一般的な税務の取扱いを記載しているもの
であり、実際の取扱いは、個々の状況によって異なる可能性もあります。

●詳しくは、所轄の税務署などに確認してください。

ご注意

契約形態
契約内容の例

ご契約者 被保険者 満期保険金
受取人

税の種類
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1 個人情報の取扱い

HP参照

当社の個人情報保
護に関する基本方
針（プライバシーポ
リシー）は、
当社ホームページ
（http://www.jp-
life.japanpost.jp/）
をご覧ください。

当社は、お客さまに対して満足度の高いサービスを提供していく上で、
個人情報の適切な保護と取扱いが重要であると認識し、個人情報保護
に関する基本方針（プライバシーポリシー）　を定め、これを実行します。

●当社における「個人情報の利用目的」は、以下のとおりです。  
❶各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い 
❷関連会社・提携会社などを含む、各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の
維持管理 
❸当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 
❹その他保険に関連・付随する業務

 当社は、お客さまの個人情報について、その利用目的を特定するととも
に、利用目的の達成に必要な範囲で取り扱います。

個
人
情
報
・
制
度
の
案
内
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2 他の生命保険会社などとの
保険契約などに関係する情報の共同利用

当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院保険金な
どの支払いが正しく確実に行われるよう「契約内容登録制度」、「契約
内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり
当社の保険契約などについての所定の情報を特定の者と共同して利用
します。

●当社は、平成20年４月１日から、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生
命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会
（以下「各生命保険会社など」といいます。）とともに、保険契約、共済契約もし
くは特約付加（以下「保険契約など」といいます。）のお引受けの判断または保
険金、給付金もしくは共済金など（以下「保険金など」といいます。）のお支払
いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」（全国共済農
業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。）に基づき、当
社の保険契約などに関する下記の登録事項を共同して利用しております。

●保険契約などのお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、
保険契約などに関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、
保険契約などをお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。

●一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険
契約などのお申込みがあった場合または保険金などのご請求があった場合、一
般社団法人生命保険協会から各生命保険会社などに提供され、各生命保険会
社などにおいて、保険契約などのお引受けまたはこれらの保険金などのお支払
いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。

●なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせてい
ただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日から５年間（被
保険者が満１５歳未満の保険契約などについては「契約日などから５年間」と
「契約日などから被保険者が満１５歳に達するまでの期間」のいずれか長い期
間）とします。

●各生命保険会社などはこの制度により知り得た内容を、保険契約などのお引受
けおよびこれらの保険金などのお支払いの判断の参考とする以外に用いるこ
とはありません。また、各生命保険会社などは、この制度により知り得た内容を
他に公開いたしません。

お客さまの契約内容が登録されることがあります。

契約内容登録制度／契約内容照会制度1

「契約内容登録制
度・契約内容照会制
度・支払査定時照会
制度」に参加してい
る各生命保険会社
名につきましては、
一般社団法人生命
保険協会ホームペ
ージ（http://www.
seiho.or.jp/）の
「加盟会社」をご覧
ください。

HP参照
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【登録事項】
❶保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所
（市・区・郡までとします。）
❷死亡保険金および災害死亡保険金の金額
❸入院保険金の種類および日額
❹契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
❺当会社名

●当社の保険契約などに関する登録事項については、当社が管理責任を負いま
す。保険契約者または被保険者は、当社の定める手続に従い、登録事項の開示
を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができ
ます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われて
いる場合、当社の定める手続に従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止
を求めることができます。

●その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照
会することがあります。 　　　　

●当社は、平成１９年１０月１日から、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生
命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働
者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会（以下
「各生命保険会社など」といいます。）とともに、お支払いの判断または保険契
約もしくは共済契約など（以下「保険契約など」といいます。）の解除、取消し
もしくは無効の判断（以下「お支払いなどの判断」といいます。）の参考とする
ことを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険
会社などの保有する保険契約などに関する下記の相互照会事項記載の情報を
共同して利用いたします。

●保険金、年金または給付金（以下「保険金など」といいます。）のご請求があっ
た場合や、これらについての保険事故が発生したと判断される場合に「支払査
定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団
法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社などに照会を行い、他の各生
命保険会社などから情報の提供を受け、また、他の各生命保険会社などからの
照会に対し、情報を提供すること（以下「相互照会」といいます。）があります。

保険金などの請求に際し、お客さまの契約内容を照会させていただくこ
とがあります。

支払査定時照会制度2
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○その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照
会することがあります。 

○上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡
保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共
済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読
み替えます。

●その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照
会することがあります。 

●上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡
保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共
済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読
み替えます。

【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約 
にかかるものは除きます。
❶被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市・区・郡までとします。）
❷保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日および対象となる保険事故
（上記の事項は、照会を受けた日から５年以内のものとします。）
❸保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険
者との続柄、死亡保険金など受取人の氏名および被保険者との続柄、
死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法

●相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求についての傷病名その
他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命
保険会社などに提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社などによ
るお支払いなどの判断の参考とするため利用されることがありますが、その他
の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社な
どにおいて、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた
事実は消去されます。各生命保険会社などは「支払査定時照会制度」により知
り得た情報を他に公開いたしません。 

●当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負い
ます。保険契約者、被保険者または死亡保険金などの受取人は、当社の定める
手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違し
ている場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関す
る法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の
定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求
めることができます。
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保護機構の概要

※１ 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証（最低死亡保険金保証、最低年金原資保証な
ど）のない保険契約にかかる特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金
を削減しない更生計画を作成することが可能です（実際に削減するか否かは、個別の更生手続の中で確定
することとなります。）。

※２ 破綻時に過去５年間で常に予定利率が基準利率（注１）を超えていた契約を指します（注２）。当該契約につ
いては、責任準備金などの補償限度が下記のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がな
かった場合の弁済率が下限となります。

【高予定利率契約の補償率】＝90％ －｛（過去５年間における各年の予定利率 － 基準利率）の総和 ÷ ２｝

●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時または契約変
更時にお約束した保険金額、年金額などが削減されることがあります。

●なお、生命保険契約者保護機構（以下「保護機構」といいます。）の会員である
生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、保護機構により、保険契約者保護
の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、ご契約時または契約
変更時の保険金額、年金額などが削減されることがあります。

●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である
生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険にかかる保険契約者などのため
の相互援助制度として、当該破綻保険会社にかかる保険契約の移転などにお
ける資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金
の支払いにかかる資金援助および保険金請求権などの買取りを行うなどによ
り、保険契約者などの保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持す
ることを目的としています。

●保険契約上、年齢や健康状態などによっては契約していた破綻保険会社と同
様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻
した場合には、保護機構が保険契約の移転などに際して資金援助などの支援
を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。

●保険契約の移転などにおける補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特
定特別勘定（※１）にかかる部分を除いた日本国内における元受保険契約で、
その補償限度は、高予定利率契約（※２）を除き、責任準備金など（※３）の90％
とすることが、保険業法などで定められています（保険金・年金などの90％が
補償されるものではありません。（※４））。

●なお、保険契約の移転などの際には、責任準備金などの削減に加え、保険契約
を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率
（予定利率、予定死亡率、予定事業費率など）の変更が行われる可能性があり、
これに伴い、保険金額・年金額などが減少することがあります。あわせて、早期
解約控除制度（保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約
控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度）が設けられる可能性もあ
ります。

当社は「生命保険契約者保護機構」に加入しています。
生命保険契約者保
護機構のホーム
ページ
（http://www.
seihohogo.jp/）も
ご覧ください。

HP参照
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（注１）基準利率は、生保各社の過去５年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が
定めることとなっています。現在の基準利率は、当社または保護機構のホームページ
（http://www.seihohogo.jp/）で確認できます。　　

（注２）一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごと
に独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企
業保険などにおいて被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合に
は、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否か
の判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出して
いるか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。

※３ 責任準備金などとは、将来の保険金・年金・給付金のお支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として
積み立てている準備金などをいいます。

※４ 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額などについても、その90％が補償されるものではあり
ません。

（注１） 上記の「財政措置」は、平成29年（2017年）３月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置
で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助などの対応ができない場合に、国会審議を経て補
助金が認められた際に行われるものです。

（注２） 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金などの支払い、保護機構が補償対象契約にかか
る保険金請求権などを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責
任準備金などの補償限度と同率となります（高予定利率契約については、（※２）に記載の率となります。）。

【仕組みの概要図】
○救済保険会社が現れた場合

○救済保険会社が現れない場合

破綻保険会社

補償対象
保険金の
支払（注2）

補償対象保険金支払
にかかる資金援助

保険契約の全部・
一部の移転、合併、株式取得

保険金請求権などの
買取り（注２）

負担金の拠出

財政措置
（注１）

資金貸出

資金援助

保険金などの支払

保険金などの支払

保険契約者など

保護機構

救済保険会社

民間金融機関など

会員保険会社

国

民間金融機関など

会員保険会社

国

破綻保険会社

保険契約者など

保護機構

承継保険会社

補償対象保険金支払
にかかる資金援助

補償対象
保険金の
支払（注2）

負担金の拠出

保険契約の引受け

保険契約の承継

保険金請求権などの買取り
（注２）

財政措置
（注１）

資金貸出

●補償対象契約の範囲、補償対象契約の補償限度などを含め、本掲
載内容はすべて平成26年7月現在の法令に基づいたものであり、
今後、法令の改正により変更される可能性があります。
●生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先
生命保険契約者保護機構　　TEL03-3286-2820
月～金曜日（祝日・年末年始を除く）、午前9時～正午、午後１時～午後5時
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約 款

「約款」の見かた

この部分も、
約款の一部です。

備考

［1］［2］［3］………の番号がある場合には、
対応する右の備考もご参照ください。

＜この見本はイメージです。＞
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項

156



災
害
特
約
条
項

157



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

158



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

159



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

160



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

161



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

162



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

163



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

164



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

165



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

166



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

167



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

168



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

169



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

170



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

171



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

172



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

173



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

174



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

175



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

176



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

177



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

178



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

179



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

180



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

181



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

182



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

183



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

184



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

185



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

186



無
配
当
傷
害
入
院
特
約
条
項

187



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

188



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

189



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

190



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

191



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

192



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

193



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

194



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

195



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

196



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

197



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

198



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

199



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

200



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

201



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

202



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

203



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

204



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

205



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

206



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

207



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

208



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

209



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

210



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

211



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

212



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

213



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

214



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

215



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

216



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

217



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

218



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

219



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

220



無
配
当
疾
病
傷
害
入
院
特
約
条
項

221



口
座
払
込
み
に
関
す
る
特
則
条
項

222



口
座
払
込
み
に
関
す
る
特
則
条
項

223



団
体
払
込
み
に
関
す
る
特
則
条
項

224



団
体
払
込
み
に
関
す
る
特
則
条
項

225



団
体
払
込
み
に
関
す
る
特
則
条
項

226



団
体
払
込
み
に
関
す
る
特
則
条
項

227



団
体
払
込
み
に
関
す
る
特
則
条
項

228



団
体
払
込
み
に
関
す
る
特
則
条
項

229



指
定
代
理
請
求
特
則
条
項

230



指
定
代
理
請
求
特
則
条
項

231



指
定
代
理
請
求
特
則
条
項

232



指
定
代
理
請
求
特
則
条
項
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身体部位の名称は、次の図のとおりとします。

手
の
三
大
関
節

足
の
三
大
関
節

肩関節

上肢 ひじ関節

遠位指節間関節

末節

近位指節間関節

中手指節関節

遠位指節間関節

近位指節間関節

中足指節関節

手関節中手指節関節

指節間関節

第１指（母指）

ひざ関節

足関節

手関節

股（こ）関節

下肢

第１指（母指）

第２指（示指）

指節間関節

中足指節関節

末節

末節

身体部位の名称
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参考

用語解説
このしおりを読む上で参考になる「用語解説」

い

遺族／法定相続人
【遺族】
●当社（かんぽ生命）では、保険契約の目的は、多く
の場合、被保険者またはその遺族の方の「経済生
活の安定」のためという考え方に基づき、死亡保
険金受取人が死亡した場合は、約款により、被保
険者の遺族の方を新たな死亡保険金受取人とし
ています。

●他社の保険契約では、一般的に、保険金受取人の
法定相続人が新たな保険金受取人となっていま
す。

基本契約／特約
【基本契約】
●「普通保険約款」に記載されている契約内容をい
います。

【特約】
●基本契約の保障内容をさらに充実させるために、
基本契約に付け加える契約内容をいいます。
●特約のみの申込みはできません。

「遺族」の具体的な範囲は、約款（保険金受取
人の死亡）の条文

民法の規定により、相続人となる権利のある方
をいいます。

約款参照

法定相続人

か

加入限度額
●法令で定められた被保険者１人について加入で
きる保険金額をいいます。

加入年齢
●被保険者の加入時の年齢です。
●出生した月から契約日を含む月まで月をもって計
算し、１年未満の端数については、６か月以下は切
り捨て、６か月を超えるものは切り上げます。

き

基準保険金額
●当社（かんぽ生命）と契約を締結するときに保険
契約申込書に記載された保険金の額（その額が
変更されている場合は変更後の額）をいいます。

「保険金の加入限度額」のページ
しおり参照

く

クーリング・オフ
●契約の申込み後であっても、一定の期間内であれ
ば、その撤回または解除ができる制度をいいます。

「クーリング・オフ制度」のページ
しおり参照

「契約者配当金」のページ
しおり参照

け

契約応当日
●契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の
契約日に対応する日をいいます。
●契約日に対応する日がない月の場合は、その月の
翌月の１日をいいます。

契約関係者
（保険契約者／被保険者／保険金受取人）

【保険契約者】
●当社（かんぽ生命）と契約を結び、契約上の権利
（例えば、契約内容の変更権）と、義務（例えば、
保険料の払込み）がある方をいいます。

【被保険者】
●その方の生死などが保険の対象となる方をいい
ます。その方の生死、病気やケガによる入院など
に関して保険金が支払われます。

【保険金受取人】
●保険金を受け取る方をいいます。

契約者配当金
●毎年の決算に基づき、契約ごとに割り当てられる、
または割り当てられたお金をいいます。

（例）36歳7か月の加入年齢は、37歳となります。

保険証券に表示があります。

保険証券に表示があります。
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契約日
●契約の保障（責任）が始まる日をいい、加入年齢
や保険期間などの計算の基準日となります。ただ
し、保険料の払込方法を団体払込みとした場合は、
保障（責任）開始時を含む月の翌月１日が契約日
となる場合があります。

こ

告知義務

ち

直系血族
●祖父母、父母、子、孫というように、世代が上下に
直線的に連なる血縁者をいいます。

へ

返戻金
●契約を解約したときなどに、当社（かんぽ生命）
からご契約者に支払うお金をいいます。
●保険種類や解約の時期によって、返戻金の有無や
金額は異なります。

つ

積立金（責任準備金）
●将来の保険金などの支払いに備えて、保険料の
中から積み立てているお金をいいます。

は

払込時期
●毎回の保険料を払い込む期間をいい、月ごとの
契約応当日を含む月の１日から末日までをいいま
す。
●月ごとの契約応当日がその月の翌月１日となる場
合の払込時期は、その前月の１日から末日までと
します。

不慮の事故でのケガ
●約款の別表「対象となる不慮の事故」に定めてい
る不慮の事故によって受けた傷害をいいます。

た

第１回保険料相当額
●契約の申込み時に、ご契約者が払い込むお金を
いい、契約が成立したときには、第１回保険料とな
ります。

「健康状態などの告知」のページ
しおり参照

ふ

復活

し

失効
●保険料の払込猶予期間内に保険料の払込みがな
いため、契約が効力を失うことをいいます。

譲渡禁止

「保険料の払込猶予期間と契約の失効」のページ
しおり参照 「契約の復活」のページ

しおり参照

「ご契約者をはじめとした関係者の保護」の
ページ

しおり参照

（例）契約日が1月31日の場合、2月については、
31日がないので、3月1日が月ごとの契約
応当日となり、払込時期は、2月1日から同
月末日までとなります。

保険証券に表示があります。

保険証券に表示があります。

ほ

保険期間
●契約上の保障（責任）が開始する日（契約日）から
終了するまでの期間をいいます。

保険金（額）
●被保険者が死亡や入院などの支払事由に該当し
たとき、または所定の身体障がいの状態になった
ときに、当社（かんぽ生命）から支払うお金（金
額）をいいます。

保険証券に表示があります。

保険証券に表示があります。
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め

免責事由
●保険金などの支払事由に該当している場合でも、
保険金などが支払われない事由をいいます。

保障（責任）開始時／
保障（責任）開始の日

【保障（責任）開始時】
●当社（かんぽ生命）が契約上の保障（責任）を開
始する時をいいます。約款では「責任開始の時」
と記載しています。

【保障（責任）開始の日】
●保障（責任）開始時を含む日をいいます。約款で
は「責任開始の日」と記載しています。

保険証券に表示があります。

保険証券に表示があります。

保険金の支払事由
●被保険者の生存、死亡、入院などの保険金を支払
う事由をいいます。

保険証券
●契約した保険の内容（保険金額や保険期間など）
を具体的に記載した書面で、当社（かんぽ生命）
からご契約者に交付します。
●大切に保管してください。

保険料
●ご契約者から、契約に基づき、保険金などの支払
いの対価として、当社（かんぽ生命）に払い込む
お金をいいます。

保険料の払込免除
●被保険者が所定の身体障がいの状態になったと
きなどに、以後の保険料の払込みを免除すること
をいいます。

保険料払込期間
●保険料を払い込む期間をいいます。

や

約款
●ご契約者と当社（かんぽ生命）との「契約の加入
から消滅までのとりきめ（契約内容）」をあらかじ
め定めたものをいい、保険金を支払う条件などに
ついて記載しています。
●約款には、「普通保険約款」（この冊子では「主約
款」ともいいます。）、「特約条項」、「特則条項」
があります。

ゆ

郵便局
●「郵便局」は、日本郵政グループの１つであり、当
社（かんぽ生命）は業務の一部を委託しています。

●特則条項は、「普通保険約款」や「特約条項」に記
載している契約内容と異なる特別な約束をする
ための契約内容をいいます。
●この冊子では、無配当傷害入院特約および無配
当疾病傷害入院特約をあわせて、入院特約とい
います。
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電話での問い合わせ・相談・苦情

センター名・所在地 受持区域

仙台サービスセンター
〒980-8792　仙台市青葉区上杉3-2-7

北海道・青森・岩手・宮城
秋田・山形・福島

東京サービスセンター
〒109-8792　東京都港区三田1-4-60

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉
東京・神奈川・新潟・山梨・長野

岐阜サービスセンター
〒502-8792　岐阜市鷺山1769-3

富山・石川・福井・岐阜
静岡・愛知・三重

京都サービスセンター
〒606-8792　京都市左京区松ヶ崎横縄手町8

滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取
島根・岡山・広島・山口・愛媛・高知・徳島・香川

福岡サービスセンター
〒812-8792　福岡市中央区大濠公園1-1

福岡・佐賀・長崎・熊本・大分
宮崎・鹿児島・沖縄

受付時間 ： ９：００～２１：００（平日）　９：００～１７：００（土・日・休日（1月1日～3日は除きます。））

●ご相談内容により、下記の受持区域のサービスセンターに転送することがあります。
●土・日・休日の個別の契約に関する回答は、翌営業日になります。

サービスセンターお客さま相談窓口（平成26年7月現在）

問い合わせ窓口

●当社では、保険金の支払いなどに関する苦情について、各サービスセンターお客
さま相談窓口などにおいて、その解決に向けて対応しています。
●これらの相談窓口の説明ではどうしてもご納得いただけず、第三者的な立場で
の審査を要望するなど、お客さま相談対応の中でその解決を図ることが困難と
なった場合は、ご契約者などからの請求により、社外の弁護士などにより構成さ
れる「査定審査会」（当社組織）において「中立かつ公平な審査」を行う取組を
行っています（平成26年7月現在）。

●当社では、このような取組を通じて、ご契約者などの正当な利益の保護に資する
とともに、会社の査定などの業務の適正な執行の維持を図っています。なお、査
定審査会は、今後変更することがあります。最新の情報は、当社ホームページ

　（http://www.jp-life.japanpost.jp/）で確認してください。

当社のサービスセンターの説明では、ご納得いただけない場合

かんぽコールセンター
（通話料無料） 0120-552-950

こ こ に　　　 き こ う
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●郵便局のホームページで確認してください。

●月～金曜日（休日、12月31日～1月3日を除きます。）
●９：００～１６：００

名称
郵便番号 住　　　所 代表番号

所　在　地

札幌支店
函館支店
旭川支店
帯広支店
青森支店
盛岡支店
仙台支店
秋田支店
山形支店
福島支店
土浦支店
茨城支店
宇都宮支店
群馬支店
さいたま支店
熊谷支店
川越支店
千葉支店
柏支店
船橋支店
東京支店
新宿支店
上野支店
深川支店
品川支店
巣鴨支店
八王子支店
小金井支店
横浜支店
川崎支店
藤沢支店
橋本支店
甲府支店

〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東2-1 011-221-6375
〒040-8799 北海道函館市新川町1-6 0138-22-9156
〒070-8799 北海道旭川市六条通6-28-1 0166-26-1141
〒080-0013 北海道帯広市西三条南9-2 0155-23-5418
〒030-8799 青森県青森市堤町1-7-24 017-775-5223
〒020-8799 岩手県盛岡市中央通1-13-45 019-622-7503
〒980-8797 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-34 022-267-7851
〒010-8799 秋田県秋田市保戸野鉄砲町5-1 018-823-1271
〒990-8799 山形県山形市十日町1-7-24 023-623-5973
〒963-8005 福島県郡山市清水台1-6-21 024-991-6284 
〒300-8799 茨城県土浦市城北町2-21 029-824-6010
〒310-0803 茨城県水戸市城南1-7-5 029-222-0276
〒320-8799 栃木県宇都宮市中央本町4-17 028-346-3302
〒370-0045 群馬県高崎市東町9 027-320-7184
〒330-9797 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 048-600-2073
〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波3-195 048-527-0451
〒350-1199 埼玉県川越市小室22-1 049-247-8914
〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-3 043-306-3617
〒277-0021 千葉県柏市中央町6-19 04-7168-3801
〒273-0012 千葉県船橋市浜町2-1-1 047-437-2731
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-17-1  03-6402-6515
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 03-3340-9848
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 03-3842-3083
〒135-8799 東京都江東区東陽4-4-2 03-3649-2185
〒108-0074 東京都港区高輪3-25-23 03-5447-7315
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨4-26-1 03-3910-0493
〒192-0083 東京都八王子市旭町9-1 042-646-3747
〒184-8799 東京都小金井市本町5-38-20 042-383-2465
〒231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通5-3 045-212-3967
〒210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町1-2 044-222-5192
〒251-8799 神奈川県藤沢市藤沢115-2 0466-50-9075
〒252-0199 神奈川県相模原市緑区西橋本5-2-1 042-774-6046
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-17-10 055-220-7216

北海道

東　北

関　東

南関東

東　京

窓口などでの手続きや相談

１.最寄りの郵便局

2.かんぽ生命保険（当社）の支店（平成26年7月現在）
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名称
郵便番号 住　　　所 代表番号

所　在　地

新潟支店
長岡支店
長野支店
松本支店
富山支店
高岡支店
金沢支店
福井支店
岐阜支店
静岡支店
浜松支店
名古屋支店
岡崎支店
春日井支店
北名古屋支店
三重支店
大津支店
京都支店
大阪支店
大阪南支店
堺支店
布施支店
神戸支店
姫路支店
奈良支店
和歌山支店
鳥取支店
松江支店
岡山支店
広島支店
福山支店
山口支店
徳島支店
高松支店
松山支店
高知支店

〒951-8799 新潟県新潟市中央区東堀通７番町1018 025-222-2364
〒940-1106 新潟県長岡市宮内3-10-9 0258-36-6194
〒380-8797 長野県長野市栗田801 026-231-2348
〒390-0815 長野県松本市深志2-1-9 0263-33-4264
〒930-8799 富山県富山市桜橋通り6-6 076-433-6795
〒933-8799 富山県高岡市御馬出町34 0766-28-7817
〒920-8797 石川県金沢市上堤町1-15 076-220-3178
〒910-8799 福井県福井市大手3-1-28 0776-30-1261
〒500-8799 岐阜県岐阜市清住町1-3-2 058-262-2257
〒420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町1-9 054-253-2089
〒430-8799 静岡県浜松市中区旭町8-1 053-453-2401
〒469-8797 愛知県名古屋市中区丸の内3-2-5 052-963-6357
〒444-8799 愛知県岡崎市戸崎町字原山4-5 0564-71-0815
〒486-8799 愛知県春日井市柏井町3-102-1 0568-81-4337
〒481-8799 愛知県北名古屋市弥勒寺西2-33 0568-22-3114
〒510-0074 三重県四日市市鵜の森1-3-20 059-350-3453
〒520-0056 滋賀県大津市末広町7-1 077-510-0839
〒600-8799 京都府京都市下京区東塩小路町843-12 075-365-2039
〒530-8797 大阪府大阪市中央区北浜東3-9 06-6944-5516
〒542-8799 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-4-2 06-6252-8968
〒590-0985 大阪府堺市堺区戎島町4-45-1 072-222-7445
〒577-8799 大阪府東大阪市永和2-3-5 06-6729-5138
〒650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通6-2-1 078-360-9125
〒672-8799 兵庫県姫路市飾磨区中島1139-29 079-233-8292
〒630-8115 奈良県奈良市大宮町7-1-33 0742-32-1826
〒640-8152 和歌山県和歌山市十番丁19番地 073-421-8641
〒680-8799 鳥取県鳥取市東品治町101 0857-22-1527
〒690-8799 島根県松江市東朝日町138 0852-28-9745
〒700-8799 岡山県岡山市北区中山下2-1-1 086-233-2864
〒730-8797 広島県広島市中区東白島町19-8 082-224-5165
〒720-8799 広島県福山市東桜町3-4 084-924-1570
〒747-8799 山口県防府市佐波2-11-1 0835-38-8719
〒770-0856 徳島県徳島市中洲町1-42-1 088-625-3387
〒760-0025 香川県高松市古新町8-1 087-821-3352
〒790-8797 愛媛県松山市宮田町8-5 089-936-5274
〒780-8799 高知県高知市北本町1-10-18 088-822-7906

信　越

北　陸

東　海

四　国

近　畿

中　国

北九州支店
福岡支店
佐賀支店
長崎支店
佐世保支店
熊本支店
大分支店
宮崎支店
鹿児島支店
那覇支店

〒802-8799 福岡県北九州市小倉北区萩崎町2-1 093-951-3162
〒810-8799 福岡県福岡市中央区天神4-3-1 092-713-2419
〒849-8799 佐賀県佐賀市高木瀬西3-2-5 0952-30-5097
〒852-8794 長崎県長崎市岩川町9-17 095-842-4469
〒857-0863 長崎県佐世保市三浦町3-3 0956-22-0448
〒860-8797 熊本県熊本市中央区城東町1-1 096-328-5419
〒870-8799 大分県大分市府内町3-4-18 097-532-2417
〒880-0002 宮崎県宮崎市中央通3-30 0985-31-3615
〒890-8794 鹿児島県鹿児島市武1-8-8 099-250-7861
〒900-8799 沖縄県那覇市壺川3-3-8 098-833-5518

九　州

沖　縄
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この商品にかかる指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・
ＦＡＸは不可）・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受
けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしています。

【生命保険相談所】
〒100-0005　東京都千代田区丸の内 3-4-1 新国際ビル３階（生命保険協会内）
TEL.03-3286-2648　ホームページ（http://www.seiho.or.jp/）

なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解
決を依頼した後、原則として１か月を経過しても、ご契約者などと生命保険会社
との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険
相談所内に「裁定審査会」を設け、ご契約者などの正当な利益の保護を図って
おります。

［お願い］
●契約に関する照会、問い合わせなどの際には「保険証券」をご
　用意ください。
●プライバシーの保護のため、問い合わせなどはご契約者本人や
保険金受取人本人からお願いします。

●当社のセンターおよび支店は、今後、変更することもありますの
で、最新の情報は、当社ホームページ
　（http://www.jp-life.japanpost.jp/）を確認してください。
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説明事項の確認のお願い
この冊子は、契約に伴う大切な事項を記載したものです。

必ずお読みになり、内容を十分に確認の上、
契約を申込みください。

特に

などは、契約に際して、ぜひ理解していただきたい事項です。告知および保険料の受領など社員の役
割も含めて、説明の中でわかりにくい点がございましたら、下記に問い合わせください。

なお、「この冊子」は「保険証券」とともに大切に保管し、ご活用ください。

しおりのページ
▼

●健康状態などの告知･･･････････････････････････････････････････････  14

●クーリング・オフ制度･･･････････････････････････････････････････････  18

●契約の保障（責任）の開始 ････････････････････････････････････････  17

●保険料の払込方法 ･････････････････････････････････････････････････  48

●保険料の払込猶予期間と契約の失効 ･･･････････････････････････  49

●契約の復活 ･････････････････････････････････････････････････････････  50

●契約の解約と返戻金 ･･････････････････････････････････････････････  55

●保険金などを支払いできない場合･･･････････････････････････････  37

取扱店名・電話番号など

手続きや契約に関する相談は、担当の社員か、最寄りの郵便局、
当社の支店または下記の「かんぽコールセンター」に問い合わせください。

本社　〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
ホームページ　http://www.jp-life.japanpost.jp/

ホ05010（26.8・TF）

平成26年10月作成

0120-552-950
受付時間 ： ９：００～２１：００（平日）  ９：００～１７：００（土・日・休日（1月1日～3日は除きます。））

かんぽコールセンター
（通話料無料）

こ こ に き こ う
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